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茨
城
県
立
歴
史
館
の
岩
倉
で
す
。
本
日
は
「
藤
田
幽
谷
の
学
問
」
と
言
う
題
で
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
資
料
は
二
種
類
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
藤
田
幽
谷
の
学
問
」
と
い
う
綴
り
の
も
の

と
「
藤
田
幽
谷
関
係
年
表
」
で
あ
り
ま
す
。

　
本
日
の
お
話
は
綴
り
の
資
料
の
順
番
で
進
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
年
表
の
方
は
参
考
に
し
て
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
話
は
必
ず
し
も
年
代
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
後
で
年
表
と
照

ら
し
合
わ
せ
て
下
さ
い
。

　
今
回
は
前
半
で
藤
田
幽
谷
の
学
問
の
特
色
、
後
半
は
幽
谷
の
学
問
と
密
接
に
関
係
の
あ
る
幽
谷

の
教
育
の
特
色
に
つ
い
て
お
話
致
し
ま
す
。

　
さ
て
藤
田
幽
谷
の
学
問
、
幽
谷
と
そ
の
子
供
の
藤
田
東
湖
の
学
問
と
を
総
称
し
た
藤
田
家
の
学

問
の
特
色
に
つ
い
て
、
水
戸
藩
主
の
烈
公
斉
昭
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
資
料
一
・
「
某
に
与
へ
し
烈
公
書
簡
〈
嘉
永
五
年
〉
の
一
節
」
（
『
東
湖
先
生
之
半
面
』
　
註

１
）

（
前
略
）
藤
田
学
問
の
義
は
、
文
公
思
召
に
叶
ひ
、
立
原
翠
軒
隠
居
被
仰
付
、
其
巳
来
文
公

武
公
哀
公
並
我
等
ま
で
、
四
代
相
用
候
義
は
会
沢
青
山
も
継
兼
候
義
に
而
、
日
本
人
は
日
本

の
学
問
専
一
勿
論
の
事
に
候
へ
ば
、
帰
国
候
は
ゞ
、
彪
を
頼
忰
指
南
に
可
致
候
（
後
略
）

　
彪
と
は
藤
田
東
湖
の
こ
と
で
す
。
こ
の
文
章
で
は
「
日
本
の
学
問
」
と
言
う
言
葉
で
藤
田
家
の

学
問
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
藤
田
家
の
学
問
を
始
め
た
藤
田
幽
谷
の
学
問
の
特
色
を
三
つ
に
纏
め
て
み
ま
し
た
。

　
第
一
に
「
博
学
」
、
幅
広
い
学
問
。
第
二
に
「
実
学
」
、
実
用
的
な
学
問
。
第
三
に
「
正

学
」
、
正
し
い
学
問
。
以
上
の
三
つ
で
す
。
こ
の
三
つ
の
特
色
に
つ
い
て
資
料
を
基
に
こ
れ
か
ら

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
「
博
学
」
で
す
。
多
く
の
場
合
、
博
学
の
人
は
総
じ
て
非
常
に
早
熟
で
あ
り
ま
す
。
幽
谷

も
例
外
で
無
く
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
ま
す
よ
う
に
、
十
八
歳
で
「
正
名
論
」
を
著
す
な
ど
非
常
に

早
熟
な
方
で
し
た
。
但
し
生
ま
れ
つ
き
学
問
好
き
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
資
料
二
・
「
藤
田
幽
谷
」
（
『
水
戸
郷
土
読
本
』
註
２
）

「
藤
田
幽
谷
は
水
戸
下
谷
（
奈
良
屋
町
）
の
古
着
商
藤
田
屋
與
右
衛
門
の
子
と
し
て
、
安
永

三
年
に
生
れ
、
幼
名
を
熊
之
介
と
呼
ば
れ
た
。
五
六
歳
の
頃
か
ら
同
じ
町
内
に
住
む
小
川
勘

介
の
許
に
通
っ
て
素
読
を
学
ん
だ
が
、
漸
く
読
み
書
き
の
出
来
る
や
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、



親
共
の
手
に
負
へ
ぬ
腕
白
者
と
な
り
、
近
所
の
頑
童
共
を
集
め
て
は
、
自
身
餓
鬼
大
将
と

な
っ
て
、
悪
戲
を
し
て
毎
日
を
送
り
、
書
物
な
ど
は
殆
ど
見
向
き
も
せ
ず
、
小
川
氏
へ
も
滅

多
に
出
入
り
し
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
十
歳
に
な
っ
た
時
、
母
が
重
い
病
気
に
か
ゝ
り
、
永

い
間
床
に
つ
い
て
居
た
際
、
母
の
姉
が
見
舞
に
訪
ね
て
来
て
、
色
々
世
間
話
を
し
た
間
に
、

其
の
子
萬
吉
が
学
問
に
熱
心
な
事
を
自
慢
げ
に
話
し
て
帰
っ
た
。
母
は
非
常
に
口
惜
し
が

り
、
熊
之
介
を
枕
辺
に
呼
ん
で
、
涙
を
流
し
て
其
子
を
戒
め
、
且
萬
吉
に
恥
ぢ
ぬ
か
と
強
く

其
子
を
励
ま
し
た
。
素
よ
り
聡
明
な
熊
之
介
は
、
母
の
此
訓
戒
に
奮
起
し
て
、
そ
れ
か
ら
後

は
生
れ
更
つ
た
様
に
勉
強
を
始
め
た
。
母
は
病
を
忘
れ
て
其
子
の
勉
強
を
喜
ん
だ
が
、
病
気

は
次
第
に
重
く
な
り
、
其
年
の
内
に
終
に
此
世
を
去
っ
て
了
っ
た
。
熊
之
介
の
悲
嘆
の
様
は

傍
の
見
る
目
に
も
痛
々
し
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
」

　
今
読
ん
だ
話
の
出
典
は
、
藤
田
東
湖
著
「
先
考
次
郎
左
衛
門
藤
田
君
行
状
（
『
幽
谷
全
集
』
所

収
）
」
の
文
章
で
す
か
ら
も
し
か
す
る
と
幽
谷
先
生
が
東
湖
に
語
っ
た
、
実
話
に
近
い
も
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
実
母
の
根
本
氏
、
そ
し
て
実
父
、
与
衛
門
言
徳
の
後
妻
に
な
っ
た
継
母
の
山

田
氏
も
、
幽
谷
と
そ
の
兄
弟
を
我
が
子
と
同
様
に
可
愛
が
り
、
幽
谷
の
学
問
を
よ
く
助
け
、
幽
谷

は
山
田
氏
の
墓
碑
の
文
章
を
書
い
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
お
り
ま
す
。

　
更
に
幽
谷
の
父
、
言
徳
は
幽
谷
が
学
問
に
熱
中
す
ぎ
る
の
で
体
を
壊
す
の
で
は
な
い
か
と
心
配

し
、
夜
、
書
物
を
読
む
明
か
り
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
と
思
っ
て
、
幽
谷
の
先
生
で
あ
る

立
原
翠
軒
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
「
読
書
を
止
め
る
の
は
却
っ
て
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
、
好
き

な
事
を
さ
せ
て
や
る
の
が
一
番
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
思
い
留
ま
っ
た
と
言
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　
幽
谷
の
博
学
は
本
人
の
器
量
や
努
力
に
よ
る
点
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
周
囲
の

理
解
や
励
ま
し
や
思
い
や
り
の
力
も
大
き
か
っ
た
と
い
う
事
を
念
頭
に
置
い
て
下
さ
い
。

　
さ
て
幽
谷
は
十
歳
の
頃
、
水
戸
藩
の
大
学
者
立
原
翠
軒
に
入
門
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
最
初
に

つ
い
た
先
生
が
幽
谷
の
学
問
の
上
達
ぶ
り
を
見
て
、
「
自
分
は
も
う
教
え
る
事
は
無
い
。
」
と

言
っ
て
翠
軒
を
紹
介
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
翠
軒
の
門
に
入
っ
た
幽
谷
は
さ
ら
に
学
問
に
精
進
し
、
十
歳
過
ぎ
に
は
漢
詩
を
作
り
、
十
五

歳
、
翠
軒
の
推
薦
で
水
戸
の
彰
考
館
に
仕
官
し
た
年
に
は
水
戸
藩
の
学
者
、
長
久
保
赤
水
の
古
希

（
七
十
歳
）
を
祝
っ
て
「
赤
水
先
生
七
十
寿
序
」
と
い
う
文
章
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
が

ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
赤
水
が
か
つ
て
長
崎
で
知
合
っ
た
清
国
の
学
者
二
人

に
、
こ
の
文
章
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
ん
な
天
才
児
が
日
本
に
は
居
る
の
か
、
是
非
名
前
を
聞
き

た
い
、
清
国
に
も
こ
ん
な
人
物
は
い
な
い
、
と
い
う
返
事
を
送
っ
て
来
た
事
か
ら
も
、
窺
い
知
れ

る
と
思
い
ま
す
。

　
同
じ
十
五
歳
の
時
、
幽
谷
は
「
古
文
孝
経
孔
子
伝
」
を
読
み
「
読
古
文
孝
経
孔
子
伝
」
を
書
き

ま
す
。
こ
れ
は
シ
ナ
の
古
典
に
つ
い
て
文
献
的
に
考
証
を
加
え
た
も
の
で
、
当
時
の
江
戸
の
考
証



学
者
達
か
ら
も
絶
賛
さ
れ
た
文
章
で
す
。

　
そ
し
て
幽
谷
の
学
問
の
真
の
出
発
点
と
も
言
え
る
「
正
名
論
」
の
著
述
と
な
り
ま
す
。
　

　
こ
の
文
章
は
、
寛
政
三
年
、
幽
谷
十
八
歳
の
時
に
老
中
松
平
定
信
に
求
め
ら
れ
て
書
い
た
も
の

で
す
。
松
平
定
信
は
此
の
頃
老
中
首
座
と
し
て
寛
政
の
改
革
を
推
進
し
て
い
ま
し
た
。
定
信
が
老

中
首
座
と
な
っ
た
の
は
水
戸
藩
主
、
文
公
治
保
の
後
押
し
が
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
う
言
う

事
で
、
水
戸
藩
と
の
関
係
も
密
接
で
し
た
。
こ
の
定
信
が
幽
谷
の
事
を
聞
き
立
原
翠
軒
を
通
し
て

文
章
の
提
出
を
求
め
た
の
で
し
た
。
何
か
文
章
を
作
っ
て
出
し
て
見
ろ
、
と
言
う
事
で
す
。
そ
し

て
出
来
た
の
が
こ
の
「
正
名
論
」
で
す
。

　
資
料
三
・
「
正
名
論
」
（
『
幽
谷
全
集
』
　
註
３
）

甚
矣
、
名
分
之
於
天
下
国
家
、
不
可
不
正
且
嚴
也
。
其
猶
天
地
之
不
可
易
邪
。
有
天
地
然
後

有
君
臣
。
有
君
臣
、
然
後
有
上
下
。
有
上
下
、
然
後
禮
義
有
所
措
。
苟
君
臣
之
名
不
正
、
而

上
下
之
分
不
嚴
、
則
尊
卑
易
位
、
貴
賤
失
所
、
強
凌
弱
、
衆
暴
寡
、
亡
無
日
矣
。
故
孔
子

曰
、
「
必
也
正
名
乎
。
名
不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
禮
楽
不

興
。
禮
楽
不
興
、
則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
措
手
足
。
」

　
（
こ
こ
か
ら
シ
ナ
の
歴
史
に
な
り
ま
す
）

周
之
方
衰
也
、
強
霸
更
起
、
列
国
力
争
、
王
室
不
絶
如
綫
、
猶
爲
天
下
共
主
。
而
孔
子
作
春

秋
、
以
道
名
分
、
王
而
稱
天
、
以
示
無
二
尊
。
呉･

楚
僭
王
、
貶
而
稱
子
、
王
人
雖
微
、
必

序
於
諸
侯
之
上
。
其
惓
惓
所
以
正
名
嚴
分
者
、
不
一
而
足
。
故
曰
、
「
天
無
二
日
、
土
無
二

王
。
」
言
統
於
一
也
。
蓋
嘗
観
古
今
治
亂
之
迹
、
天
命
靡
常
、
順
徳
者
昌
、
逆
徳
者
亡
。

桀･

紂
至
暴
也
。
湯･

武
至
仁
也
。
以
仁
易
暴
、
爲
天
下
除
残
賊
、
猶
誅
一
夫
、
而
湯
有
慙

徳
、
武
未
盡
善
。
「
商
書
」
所
載
、
「
魯
論
」
所
記
、
豈
誣
也
哉
。
文
王
爲
西
伯
、
帥
殷
之

叛
国
以
事
紂
。
詩
人
稱
之
曰
、
「
王
室
如
燬
、
雖
則
如
燬
、
父
母
ッ
孔
邇
。
」
又
曰
、
「
赳

赳
武
夫
、
公
侯
干
城
。
」
夫
紂
之
播
悪
、
如
火
之
燎
于
原
、
不
可
邇
、
文
王
樹
徳
、
視
民
猶

赤
子
、
而
民
愛
戴
之
。
然
猶
曰
王
室
、
曰
公
侯
。
當
文
王
與
紂
之
事
、
其
名
分
之
正
且
嚴
也

如
此
。
孔
子
曰
、
「
三
分
天
下
、
有
其
二
、
以
服
事
殷
、
周
之
徳
、
其
可
謂
至
徳
也
已

矣
。
」
由
是
観
之
、
聖
人
之
意
可
知
矣
。

　
（
こ
こ
か
ら
日
本
の
歴
史
の
説
明
に
入
り
ま
す
）

赫
赫
日
本
、
自
皇
祖
開
國
、
父
天
母
地
、
聖
子
神
孫
、
世
継
明
徳
、
以
照
臨
四
海
。
四
海
之

内
、
尊
之
曰
天
皇
。
八
洲
之
廣
、
兆
民
之
衆
、
雖
有
絶
倫
之
力
、
高
世
之
智
、
自
古
至
今
、

未
嘗
一
日
有
庶
姓
奸
天
位
者
也
。
君
臣
之
名
、
上
下
之
分
、
正
且
嚴
、
猶
天
地
之
不
可
易

也
。
是
以
皇
統
之
悠
遠
、
國
祚
之
長
久
、
舟
車
所
至
、
人
力
所
通
、
殊
庭
絶
域
、
未
有
若
我

邦
也
。
豈
不
偉
哉
。
雖
然
、
天
下
之
生
久
矣
。
世
有
治
亂
、
時
有
盛
衰
、
中
葉
以
來
、
藤
氏

専
権
、
其
輔
幼
主
、
號
曰
攝
政
。
然
特
攝
其
政
而
已
、
非
攝
其
位
也
。
及
還
政
天
子
、
則
號



曰
関
白
。
萬
機
之
政
、
関
白
其
人
也
。
是
皆
上
之
所
命
、
非
敢
爲
僣
號
。
而
天
子
垂
拱
之

勢
、
亦
有
由
來
矣
。
鎌
倉
氏
之
霸
、
開
府
於
関
東
、
而
天
下
兵
馬
之
権
専
歸
焉
。
室
町
氏
之

霸
、
據
輦
轂
之
下
、
而
驩
虞
之
政
。
以
號
令
海
内
、
生
殺
賞
罰
之
柄
、
咸
出
其
手
、
威
稜
所

在
、
加
以
爵
命
之
隆
、
ル
傲
然
尊
大
、
奴
視
公
卿
、
概
政･

閥
白
、
有
名
而
無
實
、
公
方
之

貴
、
無
敢
出
其
右
者
、
則
幾
乎
武
人
為
大
君
矣
。
豊
臣
氏
當
天
歩
艱
難
之
日
、
身
起
匹
夫
、

致
霸
主
之
業
、
挾
天
子
、
以
令
諸
侯
、
振
長
策
、
以
駆
使
域
中
、
遂
奪
藤
氏
関
白
之
號
、
而

有
之
矣
。
其
強

如
此
、
而
猶
執
臣
禮
、
以
事
皇
室
、
不
敢
自
稱
王
者
、
以
名
分
之
存
故

也
。
名
分
所
存
、
天
下
仰
之
、
強
霸
之
主
、
酉
滅
東
起
、
而
天
皇
之
尊
自
若
也
。
東
照
公
生

戦
国
之
際
、
以
干
戈
平
定
海
内
、
勝
残
去
殺
、
翊
戴
皇
室
。
以
征
夷
大
将
軍
、
奠
居
東
海
、

控
制
四
方
、
鎭
撫
天
下
、
文
子
文
孫
、
世
光
先
烈
、
尺
地
一
民
、
莫
不
帰
往
焉
。
君
臣
之
名

正
、
而
上
下
之
分
嚴
、
其
爲
至
徳
、
豈
在
文
王
下
哉
。
古
之
聖
人
、
制
朝
覲
之
禮
、
所
以
教

天
下
之
為
人
臣
者
也
。
而
天
子
至
尊
、
無
所
自
屈
、
則
郊
祀
之
禮
、
以
敬
事
上
天
、
宗
廟
之

禮
、
以
君
事
皇
尸
。
明
其
雖
天
子
、
猶
有
所
受
命
也
。
聖
人
於
君
臣
之
道
、
其
謹
如
此
。
而

況
天
朝
開
閥
以
來
、
皇
統
一
姓
、
伝
之
無
窮
、
擁
神
器
、
握
寶
圖
、
禮
楽
舊
章
、
率
由
不

改
。
天
皇
之
尊
、
宇
内
無
二
、
則
崇
奉
而
事
之
、
固
非
若
夫
上
天
杳
冥
、
皇
尸
近
戯
之
比
、

而
使
天
下
之
爲
君
臣
者
取
則
、
莫
近
焉
。
是
故
幕
府
尊
皇
室
、
則
諸
侯
崇
幕
府
、
諸
侯
崇
幕

府
、
則
卿･

大
夫
敬
諸
侯
。
未
然
後
上
下
相
保
、
萬
邦
協
和
。
甚
矣
、
名
分
之
不
可
不
正
且

嚴
也
。

　
（
こ
の
あ
と
幕
府
に
対
す
る
意
見
に
な
り
ま
す
）

今
夫
幕
府
治
天
下
国
家
者
也
。
上
載
天
子
、
下
撫
諸
侯
、
霸
主
之
業
也
。
其
治
天
下
国
家

者
、
攝
天
子
之
政
也
。
天
子
垂
拱
、
不
聴
政
久
矣
。
久
則
難
變
也
。
幕
府
攝
天
子
之
政
、
亦

其
勢
爾
。
異
邦
之
人
有
言
、
「
天
皇
不
與
国
事
、
唯
受
国
王
供
奉
。
」
蓋
指
其
實
也
。
雖

然
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、
皇
朝
自
有
眞
天
子
、
則
幕
府
不
宜
称
王
。
雖
則
不
称
王
、
其

治
天
下
国
家
、
莫
非
王
道
也
。
伯
而
不
王
、
文
王
之
所
以
爲
至
徳
。
與
其
王
而
用
霸
術
、
曷

若
其
霸
而
行
王
道
。
日
本
自
古
称
君
子
禮
義
之
邦
。
禮
莫
大
於
分
、
分
莫
大
於
名
。
不
可
不

慎
也
。
夫
既
攝
天
子
之
政
、
則
謂
之
攝
政
、
不
亦
名
正
而
言
順
乎
。
名
正
言
順
、
然
後
禮
楽

興
。
禮
楽
興
、
然
後
天
下
治
。
爲
政
者
、
豈
可
以
正
名
爲
迂
也
乎
哉
。

　
こ
の
文
章
は
幕
府
に
名
分
を
正
す
事
を
求
め
た
文
章
で
す
。

　
最
初
の
「
甚
矣
。
名
分
之
於
天
下
国
家
。
不
可
不
正
且
厳
也
」
の
言
葉
に
始
ま
り
ま
し
て
、
シ

ナ
や
日
本
の
歴
史
を
繙
き
、
「
天
無
二
日
、
土
無
二
王
。
」
こ
れ
は
孔
子
の
言
葉
で
す
が
、
こ
れ

を
引
用
し
て
日
本
の
国
王
は
あ
く
ま
で
天
皇
で
あ
る
。
将
軍
で
は
な
い
、
と
い
う
点
を
強
調
し
て

い
ま
す
。
日
本
と
シ
ナ
の
歴
史
に
詳
し
く
な
い
と
書
け
な
い
文
章
で
す
。

　
江
戸
時
代
、
幕
府
は
新
井
白
石
の
提
案
に
よ
っ
て
朝
鮮
へ
の
国
書
に
将
軍
の
こ
と
を
「
日
本
国



王
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
一
般
国
民
は
も
と
よ
り
、
学
者
の
中
に
も
将
軍
の
権
威
は
認

め
て
も
天
皇
の
尊
さ
を
知
ら
な
い
人
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
幽
谷
は
あ
く
ま
で
日

本
の
中
心
は
天
皇
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
そ
し
て
孔
子
が
尊
敬
し
た
周
の
文
王
、
殷
の

支
配
下
に
あ
り
、
殷
の
国
力
を
凌
ぐ
権
力
を
持
ち
な
が
ら
も
殷
の
支
配
に
服
従
し
た
周
の
文
王
の

生
き
方
を
将
軍
は
真
似
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
日
本
の
平
安
時
代
に
倣

い
天
皇
の
政
治
を
幕
府
が
代
行
し
て
い
る
以
上
幕
府
の
将
軍
は
「
摂
政
」
と
称
す
べ
き
で
あ
り
決

し
て
「
王
」
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
出
来
て
初
め
て
諸
藩
も
幕
府
を
尊
び
、
諸
藩
の
武

士
は
藩
主
を
尊
び
、
上
下
の
分
が
確
定
し
て
国
内
は
平
和
に
な
る
の
だ
、
と
幽
谷
は
言
っ
て
い
る

の
で
す
。

　
以
上
が
正
名
論
の
要
点
で
す
が
こ
の
文
章
は
あ
る
意
味
で
は
幕
政
へ
の
批
判
で
す
。
定
信
は
幽

谷
を
幕
府
に
仕
え
さ
せ
た
い
と
思
い
、
試
し
に
文
章
の
提
出
を
求
め
た
の
で
す
が
、
提
出
さ
れ
た

の
が
こ
の
「
正
名
論
」
で
あ
っ
た
の
で
、
幕
府
へ
の
登
用
を
諦
め
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
登
用
の
気
持
ち
が
は
た
し
て
定
信
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
今
と
な
っ
て
は
は
っ
き
り
し
ま

せ
ん
が
、
そ
う
言
う
話
が
出
る
程
こ
の
文
章
は
当
時
か
ら
幕
政
批
判
の
内
容
を
持
っ
た
文
章
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
て
居
た
の
で
す
。

　
こ
れ
が
若
干
十
八
歳
の
時
の
文
章
で
す
。
さ
ら
に
文
中
に
出
て
来
ま
し
た
「
天
無
二
日
、
土
無

二
王
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
さ
ら
に
そ
の
四
年
前
の
十
四
歳
の
時
の
「
天
王
弁
」
と
い
う
著
作
に

既
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
も
幽
谷
の
早
熟
ぶ
り
が
窺
え
ま
す
。

　
さ
て
幽
谷
の
門
人
の
う
ち
も
っ
と
も
有
名
な
方
は
、
会
沢
正
志
斎
と
子
供
の
藤
田
東
湖
で
す
。

こ
の
う
ち
会
沢
正
志
斎
が
後
年
に
な
っ
て
、
幽
谷
先
生
の
教
え
を
箇
条
書
き
に
し
た
の
が
、
「
及

門
遺
範
」
と
い
う
本
で
す
。

　
資
料
の
四
は
こ
の
本
か
ら
取
り
ま
し
た
。

　
資
料
四
・
「
及
門
遺
範
」
〈
一
部
〉
（
『
幽
谷
全
集
』
　
七
九
○
頁
）

一
先
生
素
憂
戎
狄
窺
邊
。
寛
政
甲
寅
。
俄
羅
斯
来
東
蝦
乞
通
市
。
先
生
察
其
情
偽
。
推
求
古

今
戎
狄
之
形
勢
。
瞭
然
如
指
掌
。
且
辨
破
其
虚
誕
誇
張
之
妄
説
。
明
如
観
火
。
而
謂
。
脱
使

西
夷
得
志
。
宇
内
晦
暗
。
天
地
為
長
夜
矣
。
安
聞
之
。
茫
然
自
失
。
如
無
所
惜
身
焉
。
其
激

励
後
輩
如
此
。

　
文
中
に
出
て
き
ま
す
「
寛
政
甲
寅
」
と
い
う
の
は
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
で
す
が
、
前
後
の

文
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
こ
の
文
章
は
そ
の
年
で
は
な
く
、
そ
の
二
年
前
の
寛
政
四
（
一
七
九

二
）
年
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
年
、
ロ
シ
ア
の
使
節
の
ラ
ク
ス
マ
ン
が
北
海

道
の
根
室
に
来
て
、
日
本
に
通
商
を
求
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
幽
谷
は
十
九
歳
、

会
沢
正
志
斎
は
十
一
歳
で
あ
り
ま
し
た
が
、
幽
谷
は
正
志
斎
に
、
日
本
に
迫
り
つ
つ
あ
る
異
国
の

事
情
に
つ
き
、
掌
を
指
差
す
よ
う
に
詳
し
く
語
り
ま
し
た
。
な
お
か
つ
、
彼
ら
異
国
の
野
望
が
実



現
し
た
ら
、
日
本
は
闇
に
な
る
と
そ
の
脅
威
を
強
調
し
ま
し
た
の
で
、
正
志
斎
は
呆
然
自
失
し
身

の
置
き
ど
こ
ろ
が
無
か
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
幽
谷
の
本
業
は
彰
考
館
の
館
員
で
あ
り
ま
し
た

が
、
世
界
の
情
勢
に
も
心
を
配
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
な
お
こ
の
頃
の
幽
谷
の
外
国
に
関

す
る
知
識
は
先
生
の
立
原
翠
軒
な
ど
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
古
今
東
西
に
つ
い
て
の
幅
広
い
知
識
、
こ
れ
が
幽
谷
の
学
問
の
下
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
次
に
幽
谷
の
第
二
の
特
色
、
「
実
学
」
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う

に
、
幽
谷
は
彰
考
館
の
館
員
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
学

問
を
水
戸
の
藩
政
に
役
立
て
よ
う
と
常
に
苦
心
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
窺
え
ま
す
の
は
、
生
涯

に
渡
っ
て
続
け
ら
れ
た
前
後
二
十
六
回
に
も
及
ぶ
「
封
事
」
で
あ
り
ま
す
。

　
封
事
と
い
い
ま
す
の
は
藩
士
が
藩
政
に
対
す
る
考
え
を
書
き
、
直
接
藩
主
に
提
出
す
る
こ
と

で
、
水
戸
藩
で
は
義
公
光
圀
公
の
頃
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
藩
主
が
藩
士
に
封
事
を
提
出
せ
よ
と

命
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
と
、
藩
士
が
自
発
的
に
行
う
場
合
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
に
幽
谷
が
提
出
し
た
封
事
の
う
ち
、
一
回
目
の
も
の
と
最
後
の
も
の
と
を
資
料
と
し
て
載

せ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
幽
谷
が
自
発
的
に
提
出
し
た
も
の
で
す
。
幽
谷
は
あ
ま
り
多
く
の
著
述
を

遺
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
特
に
後
半
生
の
も
の
は
か
な
り
少
な
い
で
す
。
で
す
か
ら
幽
谷
の
封
事
は

幽
谷
の
学
問
や
思
想
の
変
化
を
知
る
上
で
又
と
な
い
資
料
と
言
え
ま
す
。

　
資
料
五
を
御
覧
下
さ
い
。

　
資
料
五
・
「
丁
巳
（
て
い
し
）
封
事
」
〈
一
部
〉
註
４
　
（
原
漢
文
）

臣
年
少
気
鋭
な
れ
ば
、
憤
激
に
堪
へ
ず
、
毎
に
顔
を
犯
し
て
進
説
せ
ん
と
欲
す
。
然
れ
ど
も

抱
史
の
侍
読
に
し
て
、
問
ふ
と
こ
ろ
は
章
を
摘
み
句
を
尋
ぬ
る
の
こ
と
に
過
ぎ
ず
。
胸
中
に

薀
む
と
こ
ろ
、
発
せ
ん
と
欲
す
る
も
由
な
し
。
耿
介
の
性
は
、
舌
を
宛
げ
て
声
を
固
く
し
、

迹
を
擬
し
て
足
を
投
じ
、
一
世
を
俯
仰
し
て
、
以
て
栄
達
を
取
る
こ
と
能
は
ず
。
以
為
ら

く
、
書
を
読
み
古
を
学
ん
で
、
当
世
の
務
に
補
す
る
な
く
、
身
を
修
め
独
り
を
慎
む
も
、
君

心
の
非
を
格
す
能
は
ず
、
小
廉
曲
謹
に
し
て
、
名
を
釣
り
利
を
弋
り
、
人
を
し
て
儒
者
は
独

り
其
の
身
を
善
く
し
て
国
家
を
益
す
る
な
し
と
謂
は
し
む
、
こ
れ
羞
づ
べ
き
な
り
。

　
こ
れ
は
丁
巳
封
事
と
言
い
ま
し
て
幽
谷
が
廿
四
歳
の
寛
政
九
年
に
提
出
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ

が
最
初
の
封
事
で
す
。
実
は
こ
れ
以
前
、
二
十
歳
の
頃
に
最
初
の
封
事
を
提
出
し
よ
う
と
し
た
の

で
す
が
、
此
の
時
は
内
容
が
過
激
だ
と
し
て
長
久
保
赤
水
に
反
対
さ
れ
、
提
出
は
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
此
の
時
の
封
事
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
幽
谷
と
赤
水
の
往
復
書
簡
な
ど
か
ら

見
て
、
丁
巳
封
事
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
封
事
は
異
国
船
が
日
本
近
海
に
出

没
す
る
と
い
う
現
況
の
中
で
水
戸
藩
の
藩
政
を
立
て
直
す
こ
と
が

急
務
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
ま
ず
、
財
政
の
改
革
、
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
大
坂
商
人
か
ら
の

借
金
の
廃
止
、
も
う
一
つ
は
藩
主
の
お
手
元
金
の
藩
政
へ
の
拠
出
を
強
く
迫
っ
た
の
で
あ
り
ま



す
。
お
手
元
金
の
拠
出
と
言
い
ま
す
の
は
、
藩
主
の
文
公
が
善
行
を
行
っ
た
も
の
へ
の
表
賞
を
行

う
た
め
に
貯
え
て
い
る
金
が
多
額
に
な
り
過
ぎ
ま
し
て
、
今
の
ま
ま
で
は
藩
主
の
気
持
ち
と
は
裏

腹
に
藩
主
は
吝
嗇
で
あ
る
と
い
う
評
判
を
取
り
か
ね
な
い
、
其
の
こ
と
を
警
告
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
資
料
の
五
は
、
丁
巳
封
事
冒
頭
の
一
部
で
あ
り
ま
す
。
原
文
は
漢
文
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
抱
史
の
侍
読
＝
彰
考
館
員
＝
で
あ
っ
て
、
政
治
に
直
接
関
係
し
て
い
な
い
、
し
か
し
学
問

を
政
治
に
生
か
せ
な
い
の
は
学
者
と
し
て
恥
で
あ
る
、
そ
こ
で
筆
を
取
っ
た
と
い
う
事
で
す
。
結

局
幽
谷
は
こ
の
丁
巳
封
事
の
提
出
に
因
り
、
職
務
を
解
か
れ
水
戸
に
帰
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
先
生

の
立
原
翠
軒
か
ら
も
絶
交
さ
れ
る
な
ど
ど
、
約
二
年
間
の
謹
慎
生
活
に
入
り
ま
す
。
翠
軒
と
の
対

立
の
裏
に
は
大
日
本
史
編
集
を
巡
っ
て
の
「
考
え
の
違
い
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
こ
の
丁
巳

封
事
提
出
の
時
、
幽
谷
は
同
僚
の
高
橋
多
一
郎
ら
と
遊
廓
に
出
入
り
し
た
と
し
て
自
宅
謹
慎
を
命

じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
自
分
の
憤
り
を
発
散
す
る
場
が
無
い
の
で
一
時
的
に
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
と
丁
巳
封
事
の
中
で
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
謹
慎
状
態
の
中
で
の
封
事
提
出
と
い
う

事
で
問
題
に
な
り
ま
し
て
、
翠
軒
の
心
証
を
害
し
た
の
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
内
容
が
藩
主
個

人
へ
の
非
難
を
含
め
た
非
常
に
激
烈
な
も
の
で
し
た
。
職
務
を
解
か
れ
た
こ
と
や
翠
軒
と
の
対
立

は
こ
う
し
た
事
が
原
因
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
幽
谷
の
藩
政
改
革
へ
の
情
熱
は
こ
の
よ
う
な
事

で
衰
え
る
事
な
く
、
水
戸
謹
慎
中
の
寛
政
十
一
年
に
は
、
「
勧
農
或
問
」
と
い
う
著
述
を
致
し
ま

す
。
こ
れ
は
問
答
形
式
で
農
村
の
問
題
点
と
、
そ
の
解
決
策
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
冒
頭

で
幽
谷
は
「
庶
・
富
・
教
」
と
い
う
事
を
述
べ
て
い
ま
す
。
庶
と
い
う
の
は
、
人
口
を
増
や
す

事
、
富
は
人
民
を
富
ま
せ
る
事
、
こ
の
二
つ
は
同
時
に
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
す
が
、

此
の
二
つ
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
来
て
は
じ
め
て
教
、
人
民
を
教
化
、
教
育
す
る
段
階
に
な

る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
晩
年
に
な
っ
て
も
幽
谷
の
藩
政
改
革
の
情
熱
は
衰
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
資
料
六
・
「
乙
酉
三
月
封
事
稿
」
〈
一
部
〉
（
『
幽
谷
全
集
』
六
九
一
ー
六
九
二
頁
）

私
義
先
頃
大
病
相
煩
此
上
差
た
る
御
奉
公
も
出
來
兼
可
申
哉
と
嘆
敷
奉
存
候
衰
朽
之
残
年
不

足
惜
候
間
何
卒
今
一
度
出
府
仕
候
様
相
成
候
は
ば
愚
賎
の
身
分
乍
恐
　
御
先
々
御
代
巳
來
莫

大
の
御
厚
恩
萬
分
の
一
奉
酬
候
様
社
禝
の
安
危
生
民
の
利
病
御
直
に
上
言
仕
度
奉
存
候
狂
夫

の
言
、
明
主
擇
焉
と
申
義
御
座
候
間
宜
御
賢
察
被
下
置
候
様
偏
に
奉
希
此
段
申
上
條
巳
上

　
こ
れ
は
文
政
八
年
幽
谷
五
十
二
歳
の
時
の
文
章
で
す
。
こ
の
前
の
年
、
大
津
浜
事
件
が
お
こ

り
、
異
国
船
の
脅
威
が
本
格
化
し
て
き
ま
し
た
。
幕
府
は
こ
の
年
、
異
国
船
打
払
い
令
を
発
令
し

ま
し
た
。
こ
う
し
た
時
に
幽
谷
は
「
何
と
ぞ
今
一
度
出
府
つ
か
ま
つ
り
候
様
」
と
願
い
ま
す
。
藩

士
は
藩
主
の
許
可
が
無
い
と
江
戸
に
行
っ
た
り
、
国
に
帰
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
出
府
を

求
め
て
い
る
訳
で
す
。
そ
し
て
藩
政
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
訴
え
て
い
ま

す
。
幽
谷
は
決
し
て
書
斎
だ
け
の
学
者
で
無
か
っ
た
事
は
こ
れ
で
も
明
か
と
思
い
ま
す
。

　
第
三
の
特
色
・
正
学
に
つ
い
て
申
し
ま
す
。



資
料
七
・
「
及
門
遺
範
」
〈
一
部
〉
（
幽
谷
全
集
ー
七
八
四
夏
）

一
看
経
書
者
　
使
之
先
就
経
文
熟
読
玩
味
　
或
一
篇
中
　
前
後
相
照
應
喚
吁
者
　
或
於
他
書

中
　
其
意
義
可
彼
此
互
相
發
者
　
一
一
指
示
　
叉
使
之
自
思
而
得
之
　
融
會
貫
通
　
有
感
発

興
起
　
然
後
稍
就
傅
注
　
質
疑
義
　
蓋
所
以
使
之
時
有
意
會
　
而
亦
未
必
要
其
甚
解
也
　
近

世
耳
學
之
人
。
或
未
熟
読
経
文
　
先
看
傅
注
　
傅
注
先
入
爲
主
経
文
爲
客
　
其
弊
至
徒
信
後

儒
説
　
不
信
経
文
　
経
文
反
為
後
儒
之
注
脚
　
亦
聖
経
之
一
厄
也

　
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
引
用
し
ま
し
た
「
及
門
遺
範
」
に
あ
る
文
章
で
す
。
こ
こ
で
幽
谷
は
古
典
を

読
む
時
は
ま
ず
経
文
、
原
文
を
熟
読
玩
味
し
そ
の
後
、
注
釈
や
解
説
を
見
る
事
が
大
切
だ
と
説
き

ま
す
。
当
然
の
事
の
よ
う
で
す
が
、
当
時
は
朱
子
学
・
陽
明
学
が
流
行
し
、
朱
子
や
王
陽
明
な
ど

の
学
説
を
金
科
玉
条
の
よ
う
に
崇
め
る
学
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
幽
谷
は
こ
う
し
た
傾
向
は
聖

経
の
一
厄
だ
と
戒
め
て
い
ま
す
。
今
日
で
も
こ
う
し
た
傾
向
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
著
明
な
学
者

の
学
説
を
鵜
の
み
し
て
、
自
分
で
原
典
に
当
た
ら
ず
に
論
文
な
ど
を
発
表
す
る
学
者
も
多
い
よ
う

で
す
。
こ
の
幽
谷
の
原
典
主
義
は
当
時
流
行
し
て
い
た
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
に
始
ま
る
古
学
の

影
響
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
必
ず
出
典
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
独
断

や
偏
見
を
避
け
よ
う
と
し
た
大
日
本
史
に
象
徴
さ
れ
る
水
戸
の
学
問
の
流
れ
を
受
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
資
料
の
八
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
は
幽
谷
の
著
作
「
修
史
始
末
」
の
冒
頭
部
分
で
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
こ
の
著
作
は
丁
巳
封
事
と
同
じ
寛
政
九
年
幽
谷
二
十
四
歳
の
時
に
書
か
れ

た
も
の
で
す
。
「
修
史
始
末
は
」
は
十
月
、
丁
巳
封
事
は
十
一
月
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
幽
谷
が

修
史
始
末
を
書
い
た
頃
、
幽
谷
の
先
生
、
立
原
翠
軒
は
「
廃
志
説
」
を
唱
え
て
い
ま
す
。
現
在
の

大
日
本
史
に
は
、
「
紀
伝
」
と
い
わ
れ
る
天
皇
や
臣
下
の
伝
記
の
部
分
と
、
「
志
表
」
と
い
わ
れ

る
文
化
史
の
部
分
が
有
り
ま
す
。
大
日
本
史
が
参
考
に
し
た
「
史
記
」
な
ど
に
は
此
の
両
方
の
部

分
が
あ
る
の
で
す
が
、
大
日
本
史
の
場
合
、
編
纂
開
始
か
ら
約
百
四
十
年
義
公
の
死
後
百
年
近
く

経
と
う
と
し
て
、
紀
伝
は
何
と
か
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
が
、
志
表
が
殆
ど
手
付
か
ず
の
状
態

で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
翠
軒
は
こ
の
際
、
仕
事
を
紀
伝
の
完
成
に
絞
り
志
表
は
後
回
し
に
し
た

ら
ど
う
か
と
提
案
し
た
の
で
す
。
翠
軒
は
、
意
見
書
の
中
で
、
志
表
廃
止
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
紀
伝
完
成
後
は
彰
考
館
職
員
の
数
を
十
数
人
程
度
に
減
ら
す
事
を
提
案
し
て

い
ま
す
。
こ
の
十
数
人
と
言
い
ま
す
の
は
、
彰
考
館
図
書
の
管
理
役
や
文
章
の
清
書
役
、
大
日
本

史
以
外
に
も
彰
考
館
で
は
編
集
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
編
集
方
な
ど
を
含
め
て

の
数
で
す
。
こ
れ
で
は
と
て
も
志
表
の
編
集
は
出
来
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
実
質
的
に
は
志
表
廃
止

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
提
案
に
対
し
て
、
果
た
し
て
そ
れ
で
良
い
の
か
、
義
公
や
初
期
の
学
者
達
の

考
え
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
残
っ
て
い
る
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
う
し

て
出
来
た
の
が
こ
の
「
修
史
始
末
」
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。



　
資
料
八
・
「
修
史
始
末
」
〈
一
部
〉
（
幽
谷
全
集
六
五
頁
）

正
保
二
年
乙
酉
　
義
公
十
八
歳
　
時
為
世
子

是
歳
。
公
適
讀
史
記
伯
夷
傳
　
蹶
然
慕
其
高
義
　
撫
巻
嘆
曰
　
不
有
載
籍
　
虞
・
夏
之
文
　

不
可
得
　
而
見
　
不
由
史
筆
　
何
以
俾
後
之
人
有
所
観
咸
　
於
是
慨
焉
　
始
有
修
史
之
志
　

粛
公
大
日
本
史
序

明
暦
三
年
丁
酉
　
公
三
十
歳
　
時
為
世
子

春
瓶
設
史
局
干
神
田
別
荘
　
今
駒
込
　
　
二
月
二
十
七
日
始
令
府
僚
有
文
学
者
編
修
史
記
　

史
館
事
跡

桃
源
遺
事
　
史
館
名
簿
跋

初
公
之
欲
編
史
也
諮
諸
卜
幽･

了
的
二
人
當
時
宿
儒
　
按
。
人
見
壹
。
字
道
生
。
稱
卜
幽
。

菅
玄
同
門
人
。
後
従

林
道
春
学
。
寛
永
中
。
始
来
仕
我
　
　
水
戸
威
公
。
賜
禄
四
百
石
。
是
歳
。
　
　
義
公
甫

生
。
辻
達
。
字
思
聰
。
稱
了
的

京
師
人
。
亦
学
于
道
春
。
寛
永
十
九
年
。
以
卜
幽
薦
。
與
岡
部
玄
又
来
仕
。
禄
三
百
石
。

皆
曰
　
修
史
之
舉
　
誠
爲
當
代
盛
事
　
然
自
六
史
而
下
　
載
籍
不
備
。
無
資
考
據
　
今
之
學

者
。
叉

乏
史
筆
之
才
恐
難
保
其
成
功
也
　
公
不
聴
。
常
捜
求
遺
書
　
躬
加
検
閲
　
毎
値
事
實
有
可
以

采
擇
者

輒
手
帖
簽
。
命
侍
臣
　
抄
書
纂
録
。
以
備
史
料
云
　
史
館
舊
話
。
載
安
積
老
牛
・
中
島
平
次

口
語
。

　
資
料
に
有
り
ま
す
よ
う
に
資
料
に
よ
っ
て
事
実
を
書
き
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
出
典
、
例
え

ば
、
「
粛
公
大
日
本
史
序
」
そ
れ
か
ら
「
史
館
舊
話
」
等
の
書
名
を
書
き
ま
す
。
そ
し
て
所
々

で
、
こ
こ
の
資
料
で
は
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
「
一
正
按
ず
る
に
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
論

評
や
幽
谷
自
身
の
考
え
を
書
い
て
い
ま
す
。
一
正
と
い
う
の
は
幽
谷
の
本
名
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ

に
大
日
本
史
の
研
究
態
度
と
同
一
で
あ
り
、
貴
重
な
研
究
成
果
と
言
え
ま
す
。
本
書
の
記
述
は
義

公
の
十
八
歳
の
立
志
か
ら
始
ま
り
、
幽
谷
の
時
代
の
寛
政
九
年
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
今
日
で
も

大
日
本
史
を
研
究
す
る
学
者
は
、
必
ず
こ
の
「
修
史
始
末
」
に
目
を
通
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
「
修
史
始
末
」
を
受
け
取
っ
た
翠
軒
は
一
見
し
て
こ
れ
を
机
上
に
置
い
た
き
り
、
無
言
で

あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
後
間
も
な
く
先
程
述
べ
ま
し
た
丁
巳
封
事
に
よ
っ
て
幽
谷
は
水
戸
に

帰
さ
れ
ま
す
。
大
日
本
史
の
紀
伝
は
、
翠
軒
が
中
心
と
な
っ
て
完
成
さ
れ
、
義
公
廟
に
献
本
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
恩
赦
に
よ
り
、
幽
谷
は
ま
た
彰
考
館
入
り
を
致
し
ま
す
。
や

が
て
藩
主
の
文
公
は
、
そ
の
後
の
大
日
本
史
の
編
纂
に
つ
い
て
、
考
え
ま
し
た
結
果
、
幽
谷
の
考

え
を
採
用
す
る
事
に
し
、
幽
谷
達
に
「
志
表
」
の
編
纂
が
命
ぜ
ら
れ
ま
す
。
同
時
に
翠
軒
は
彰
考



館
を
退
職
致
し
ま
す
。
こ
れ
が
水
戸
藩
の
派
閥
争
い
の
発
端
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
翠

軒
は
江
戸
時
代
中
期
に
は
停
滞
し
て
い
た
大
日
本
史
の
編
纂
事
業
復
興
に
尽
力
し
た
、
大
日
本
史

に
は
恩
人
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
幽
谷
に
と
っ
て
も
恩
人
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
し
た

幕
切
れ
は
非
常
に
残
念
で
あ
り
ま
す
。

　
次
ぎ
に
学
問
の
内
容
の
正
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
幽
谷
が
強
く
尊
敬
し
て
い
た
人
は
、
二

人
い
ま
す
。
一
人
は
儒
学
の
大
成
者
で
あ
る
孔
子
、
も
う
一
人
は
水
戸
学
の
創
始
者
義
公
で
す
。

勿
論
当
時
の
水
戸
学
の
儒
学
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
二
人
を
当
然
尊
敬
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
ま
す

が
、
幽
谷
の
場
合
は
、
遺
さ
れ
た
著
述
な
ど
か
ら
見
て
、
其
の
気
持
ち
が
特
に
強
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
学
問
や
思
想
を
継
ぐ
事
を
幽
谷
は
内
心
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
ま
ず
、
孔
子
に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま
す
。
幽
谷
は
十
五
歳
の
時
、
「
志
学
論
」
と
い
う
論
文
を

書
い
て
い
ま
す
。
資
料
の
九
を
御
覧
下
さ
い
。

　
資
料
九
・
「
志
学
論
」
（
幽
谷
全
集
二
二
三
ー
二
二
四
頁
）

　
　
　
志
學
論
・
自
註
曰
。
余
歳
甫
十
有
五
。
有
感
于
孔
子
之
言
而
作
。
天
明
八
年
戊
申
四
月

雖
有
至
道
　
弗
学
不
知
其
善
也
、
学
而
時
習
之
、
少
成
若
性
　
故
十
有
五
而
志
于
學
　
孔
子

子
豈
欺
我
哉
　
篤
信
好
学
　
事
必
師
古
　
聖
謨
洋
洋
　
嘉
言
孔
彰
　
学
于
古
訓
　
乃
有
獲
。

夫
學
也
者
。

聖
人
之
道
也
　
聖
人
之
道
　
孔
子
集
而
大
成
　
所
願
則
學
孔
子
矣
　
方
今
之
時
　
孔
子
没
　

七
十
子
喪
其
人
與
骨
　
皆
巳
朽
矣
　
獨
其
言
在
耳
　
其
誰
能
親
灸
私
淑
之
哉
　
滔
滔
者
天
下

皆
是
　
吾
誰
適
従
　
無
以
則
求
其
言
乎
　
其
言
則
載
籍
　
載
籍
雖
極
博
　
猶
考
信
於
六
芸
　

六
芸
之
道
　
同
帰
殊
塗
　
同
明
相
照
　
彼
此
相
比
　
優
柔
厭
飫
　
習
與
性
成
　
取
之
左
右
　

必
逢
其
原
　
雖
然
　
名
之
與
物
　
古
今
不
同
　
不
得
不
由
先
進
之
訓
詁
也
　
則
擇
其
善
者
　

而
從
之
　
於
其
所
疑
　
蓋
闕
如
也
　
且
夫
博
学
詳
説
将
以
反
約
　
後
儒
之
書
　
亦
不
可
廢
焉

　
而
雷
同
勦
説
　
阿
其
所
好
曰
　
我
為
某
氏
之
学
　
斯
害
而
已
夫
学
也
者
　
学
聖
人
之
道
也

　
聖
人
之
道
　
孔
子
備
焉
　
孔
子
之
教
　
六
芸
具
焉
　
考
信
於
六
芸
　
折
中
於
孔
子
　
而
後

後
儒
之
言
　
於
取
其
長
　
捨
其
短
乎
何
有
　
遊
聖
人
之
門
者
　
難
為
言
　
其
斯
之
謂
歟
　

従
事
六
芸
　
適
従
孔
子
　
考
信
折
中
　
於
是
乎
在
矣
　
夫
然
後
始
可
與
言
志
学
已
　
然
而
無

有
乎
爾
　
則
亦
無
有
乎
璽

　
こ
の
文
章
の
題
名
の
下
に
、
「
孔
子
の
言
に
感
有
り
、
感
激
し
て
作
る
」
と
有
り
ま
す
。
十
五

歳
に
し
て
学
に
志
し
た
と
い
う
孔
子
へ
の
尊
敬
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
た
文
章
で
す
。
本
文
の
棒

線
を
引
い
た
所
、
「
夫
れ
学
は
聖
人
の
道
を
学
ぶ
、
聖
人
の
道
は
孔
子
に
備
わ
れ
り
」
学
問
と
は

聖
人
の
道
を
学
ぶ
の
で
あ
る
が
、
聖
人
の
道
は
孔
子
に
備
わ
っ
て
い
る
。
孔
子
の
学
問
を
十
分
学

ん
だ
上
で
、
他
の
学
者
の
道
も
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
ま
す
。
先
程
紹
介
し
ま
し
た
正



名
論
で
、
幽
谷
が
取
り
上
げ
ま
し
た
周
の
文
王
も
孔
子
が
絶
賛
し
た
人
物
で
す
。
ま
た
孔
子
が
春

秋
と
い
う
歴
史
書
を
纏
め
て
名
分
を
を
正
し
た
こ
と
も
歴
史
に
従
事
し
た
大
先
輩
と
し
て
尊
敬
し

て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
幽
谷
の
著
作
の
一
つ
『
二
連
異
称
』
と
も
か
か
わ
り
が
あ
り
ま

す
。
正
名
論
を
著
し
ま
し
た
幽
谷
十
八
歳
の
年
の
十
一
月
父
の
言
徳
が
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

幽
谷
は
儒
学
の
教
え
に
よ
っ
て
三
年
間
の
服
喪
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
論
語
に
あ
り
ま
す
孔
子
の
言

葉
「
子
曰
　
子
生
三
年
　
然
後
免
於
父
母
之
懐
　
夫
三
年
之
喪
　
天
下
之
通
喪
也
」
（
論
語
・
陽

貨
篇
）
。
こ
れ
は
人
が
生
ま
れ
て
三
年
間
は
父
母
の
懐
か
ら
は
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三

年
分
の
大
き
な
恩
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
言
っ
た
言
葉
に
基
づ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
自
分
の

服
喪
の
間
に
、
後
村
上
天
皇
、
水
戸
義
公
、
伊
藤
仁
斎
な
ど
三
年
の
服
喪
を
実
行
し
た
人
物
に
つ

い
て
、
そ
の
有
り
様
を
抜
き
書
き
し
論
評
を
加
え
た
の
が
『
二
連
異
称
』
で
す
。
『
修
史
始
末
』

と
良
く
似
た
体
裁
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
幽
谷
が
孔
子
を
を
尊
敬
し
た
点
は
、
総
べ
て
義
公
が
孔
子

を
尊
敬
し
た
点
で
も
有
り
ま
す
。

　
第
一
に
殷
王
朝
を
滅
ぼ
し
た
武
王
で
は
な
く
、
そ
の
父
の
文
王
を
聖
人
と
崇
め
た
点
、
こ
れ
は

革
命
非
難
の
思
想
に
繋
が
り
ま
す
。
　

　
第
二
に
三
年
の
服
喪
を
実
行
し
た
点
、
こ
れ
は
親
へ
の
強
い
孝
の
気
持
ち
の
現
れ
で
す
。

　
第
三
に
義
公
は
、
孔
子
が
纏
め
た
春
秋
の
注
釈
書
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
序
文
の
中
の

「
彰
往
考
來
」
と
い
う
言
葉
か
ら
史
館
を
「
彰
考
館
」
と
命
名
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
孔
子
の
歴

史
学
を
受
け
継
ご
う
と
し
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
幽
谷
も
同
様
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
幽
谷
と
義
公
の
孔
子
を
尊
敬
す
る
点
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
幽
谷
は
義
公
を
通
し

て
孔
子
の
学
問
を
摂
取
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
意
外
に
幽
谷
が
義
公
に
影
響
を
受
け
て

い
る
の
が
、
資
料
の
十
で
あ
り
ま
す
。

　
資
料
十
・
「
及
門
遺
範
」
〈
一
部
〉
『
幽
谷
全
集
』
七
八
六
ー
七
八
七
頁
）

　
一
先
生
於
文
学
　
旁
羅
古
今
　
會
萃
衆
説
　
断
之
以
聖
經
　
謂
　
漢
儒
博
士
之
学
　
先
訓

詁
　
踈
実
用
　
甚
者
流
讖
緯
之
言
大
害
聖
人
之
道
　
宋
儒
一
洗
陋
習
　
説
躬
行
心
術
　
其
見

卓
矣
　
然
自
信
太
過
　
蔑
視
前
賢
　
以
為
継
二
千
年
絶
学
　
至
後
学
之
弊
　
則
或
知
有
濂
・

洛
　
而
不
知
有
洙
・
泗
　
明
人
言
　
敢
於
非
周
公
・
孔
子
不
敢
於
非
宋
人
　
亦
有
非
誣
者
　

而
自
設
藩
籬
　
立
門
戸
　
見
異
於
己
者
　
則
排
擯
以
為
異
学
　
不
能
汎
愛
容
衆
　
陳
同
甫
以

英
邁
之
才
　
倡
大
義
　
其
王
・
覇
之
辨
　
不
為
無
一
得
　
然
豪
気
過
甚
　
其
言
亦
有
府
醇
者

　
王
伯
安
一
代
人
豪
　
其
謂
就
物
窮
理
為
支
離
　
亦
如
有
一
理
　
然
自
恃
聡
明
　
侵
淫
禅
機

　
則
失
聖
人
之
旨
　
明
・
清
考
證
之
学
　
解
經
精
密
　
然
或
務
砕
細
　
遺
大
義
　
不
無
一
失

　
熊
澤
氏
才
識
絶
倫
　
然
偏
信
王
学
　
則
未
為
得
　
山
崎
氏
磨
砺
節
義
　
有
益
風
教
　
然
狭

隘
多
僻
説
　
伊
藤
氏
以
論
語
為
宇
宙
第
一
書
　
説
拡
充
之
義
　
可
謂
卓
見
　
然
見
道
過
平
易



　
亦
流
於
一
偏
荻
生
氏
雄
才
卓
識
　
厭
倒
古
今
　
然
英
雄
欺
人
　
説
經
多
牽
強
　
以
道
為
先

王
所
造
作
　
不
知
君
臣
之
名
・
華
夷
之
分
　
新
井
氏
聡
明
絶
倫
　
為
經
綸
之
才
　
然
至
君
臣

名
分
　
則
大
失
其
義
　
此
皆
有
長
有
短
　
舎
短
取
長
　
以
聖
經
為
根
據
　
庶
幾
其
不
倍
矣
　

安
謂
義
公
嘗
曰
　
先
賢
各
有
所
見
　
廣
蒐
博
採
　
用
之
不
偏
則
善
　
執
偏
見
　
拘
泥
一
隅
　

儒
中
之
異
端
矣
　
先
生
蓋
奉
　
公
遺
意
也

　
こ
れ
も
「
及
門
遺
範
」
か
ら
取
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
幽
谷
の
支
那
や
日
本
の
諸
学
派
や
諸
学

者
に
対
し
て
の
考
え
を
簡
潔
に
纏
め
、
幽
谷
は
一
つ
の
学
派
や
学
者
の
考
え
に
拘
泥
す
る
事
な

く
、
何
れ
か
ら
も
長
所
を
取
る
考
え
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
幽
谷
の
考
え
は
、
こ
の
文
章
の
末
尾
に

あ
り
ま
す
義
公
の
言
葉
、
「
先
哲
に
は
そ
れ
ぞ
れ
長
所
が
有
る
、
そ
れ
な
の
に
一
学
派
に
拘
泥
す

る
と
儒
学
の
異
端
に
な
っ
て
し
ま
う
。
」
と
い
う
義
公
の
考
え
を
継
承
し
た
と
正
志
齋
は
結
論
づ

け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
義
公
と
幽
谷
の
考
え
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
の
が
正
志
齋
の
考
え
で

す
。
こ
の
文
章
で
正
志
齋
が
引
用
し
た
義
公
の
言
葉
通
り
の
文
章
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
「
西
山
随
筆
」
に
は
、
同
じ
主
旨
の
文
章
が
あ
ま
し
た
の
て
、
資
料
十
一
と
し
て
載
せ
ま

し
た
。

資
料
十
一
・
「
西
山
随
筆
」
（
『
水
戸
義
公
全
集
・
中
巻
』
二
一
三
頁
）
〈
一
部
〉

一
儒
者
の
異
端
あ
り
、
聖
人
の
道
を
説
く
甚
固
滞
に
し
て
物
理
に
通
ぜ
ず
、
政
を
為
時
ハ
民

不
楽
俗
不
和
、
そ
の
生
命
道
徳
を
論
ず
る
は
高
に
似
て
自
己
、
今
日
の
勤
は
愚
者
に
異
な
ら

ず
、
却
て
白
人
に
学
問
害
を
な
す
か
と
嘲
ら
る
、
如
此
の
類
異
端
に
あ
ら
ず
や
、
右
に
云
こ

と
く
荀
楊
王
韓
皆
千
古
の
大
儒
な
り
、
朱
文
公
陸
象
山
陳
白
沙
王
陽
明
各
異
端
あ
れ
と
も
、

共
ニ
是
千
古
の
大
儒
な
り
、
今
日
書
を
学
ひ
、
圓
に
用
ゆ
れ
ハ
所
行
皆
善
道
と
な
り
、
偏
に

用
ゆ
れ
は
善
教
も
悪
く
な
る
な
り
、
日
蓮
宗
三
大
部
に
固
滞
し
て
一
句
半
言
に
か
た
よ
り
偏

見
を
な
す
や
う
に
、
儒
者
も
偏
見
を
挟
ミ
中
和
の
道
を
失
ふ
徒
、
皆
儒
中
の
異
端
と
云
へ
し

　
こ
の
文
章
の
末
尾
に
、
「
儒
者
も
偏
見
を
挟
み
中
和
の
道
を
失
ふ
徒
、
み
な
儒
中
の
異
端
と
云

う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
會
澤
正
志
齋
は
『
及
門
遺
範
』
と
は
別
に
、
『
下
学
邇
言
』

と
い
う
書
を
著
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
幽
谷
の
学
問
を
も
と
に
自
分
の
学
問
を
纏
め
た
も
の
て
、

會
澤
学
の
特
質
を
伺
え
る
も
の
で
す
。
『
及
門
遺
範
』
と
違
っ
て
非
常
に
長
い
本
で
す
が
、
幽
谷

の
学
問
へ
の
研
究
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
『
下
学
邇
言
』
で
も
幽
谷
の
諸
学
派
、
諸
学
者
批
判
の
記
事
が
あ
り
、
其
の
後
正
志
齋

は
、
資
料
十
一
の
「
西
山
随
筆
」
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
そ
の
正
し
さ
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
資

料
十
の
記
事
を
見
る
限
り
で
は
熊
沢
蕃
山
・
山
崎
闇
斎
・
伊
藤
仁
斎
・
荻
生
徂
徠
・
新
井
白
石
な

ど
の
学
者
に
対
し
て
、
幽
谷
は
ど
の
学
者
に
対
し
て
も
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
実
際
は
非
常
に
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
幽
谷
は
熊
沢
蕃

山
に
対
し
て
は
「
熊
沢
伯
継
伝
」
と
い
う
伝
記
を
書
い
て
い
ま
す
し
、
伊
藤
仁
斎
は
幽
谷
が
「
二



連
異
称
」
の
中
で
取
り
上
げ
た
人
物
の
一
人
で
す
。
勿
論
他
の
学
者
を
軽
視
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
、
こ
の
あ
た
り
幽
谷
の
近
世
儒
学
者
観
が
こ
れ
か
ら
研
究
の
価
値
の
あ
る
分
野
だ
と
思

い
ま
す
。
な
お
幽
谷
は
自
分
は
年
を
取
っ
た
ら
近
世
の
学
者
達
の
列
伝
を
書
き
た
い
と
言
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
叶
う
前
に
幽
谷
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
非
常
に
残
念
な
事
で

す
。

　
さ
て
、
幽
谷
の
学
問
に
対
す
る
最
後
の
資
料
は
資
料
の
十
二
で
す
。

　
文
化
七
年
幽
谷
三
十
七
歳
の
時
、
時
の
藩
主
武
公
治
紀
に
代
わ
っ
て
書
い
た
「
進
大
日
本
史

表
」
で
あ
り
ま
す
。
翠
軒
派
と
幽
谷
派
の
争
い
が
終
結
し
た
後
、
水
戸
藩
で
は
大
日
本
史
の
上

刻
、
印
刷
と
朝
廷
へ
の
献
上
と
に
向
か
っ
て
尽
力
し
ま
す
。
幽
谷
や
高
橋
勘
市
が
中
心
と
な
っ
て

仕
事
に
当
た
り
、
つ
い
に
文
化
七
年
大
日
本
史
「
紀
伝
」
の
内
の
二
十
六
巻
が
朝
廷
に
献
上
さ
れ

ま
す
。
そ
の
時
に
付
け
ら
れ
て
い
た
の
が
幽
谷
作
の
上
表
文
で
す
。
こ
の
上
表
文
で
は
、
義
公
が

大
日
本
史
編
纂
を
始
め
た
動
機
に
触
れ
、
歴
代
藩
主
が
そ
の
事
業
を
受
継
ぎ
大
日
本
史
の
編
纂
を

進
め
て
き
た
事
、
そ
し
て
自
分
、
（
こ
こ
で
は
藩
主
の
武
公
を
指
し
ま
す
。
）
は
ま
だ
未
完
成
で

は
あ
る
が
、
出
来
た
分
の
み
を
献
上
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
文
中
で
は
大
日
本
史
の
三
大
特
筆
が
の
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
三
大
特
筆
と
言
い
ま
す
の
は
、
一
、
神
功
皇
后
を
天
皇
か
ら
は
ず
し
、
二
、
大
友
皇
子
を
天
皇

に
し
、
三
、
南
朝
を
正
統
に
し
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
高
橋
勘
市
の
提
案
で
か
つ
て
安
積
澹
泊
が

纏
め
た
大
日
本
史
の
「
論
賛
」
、
論
賛
と
い
う
の
は
編
集
者
の
立
場
で
紀
伝
に
取
り
上
げ
た
人
物

を
批
評
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
論
賛
が
削
除
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
そ
れ
で
は

大
日
本
史
の
「
皇
統
を
正
潤
し
人
臣
を
是
非
す
る
」
と
い
う
眼
目
が
分
か
り
に
く
く
な
る
と
い
う

声
が
あ
っ
て
、
妥
協
案
と
し
て
幽
谷
が
上
表
文
に
書
き
込
む
事
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
文
章
は

幽
谷
の
学
問
の
到
達
点
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。

　
資
料
十
二
・
「
進
大
日
本
史
表
」
（
『
水
戸
学
精
髄
』
二
二
一
―
二
二
三
頁
）

臣
治
紀
言
　
伏
惟
太
陽
攸
照
　
率
土
莫
匪
日
域
　
皇
化
所
被
　
環
海
咸
仰
天
朝
　
帝
王
授

受
三
器
　
徴
　
神
聖
之
謨
訓
　
寶
祚
之
隆
　
與
天
壌
無
窮
　
國
家
治
亂
一
統
　
絶
姦

之
窺

　
威
霊
之
遠
　
于
華
夷
有
光
　
雖
然
　
時
運
盛
衰
　
蓋
譬
諸
朝
暮
　
是
以
　
人
事
得
失
　

宜
鑒
於
古
今
　
彰
往
考
来
　
有
述
有
作
　
勧
善
懲
　
悪
或
褒
或
貶
　
屬
轜
比
事
　
殊
方
豈

無
載
籍
　
詳
内
略
外
　
正
史
固
存
體
裁
　
臣
治
紀
誠
惶
誠
恐
　
頓
首
頓
首
　
欽
惟
　
皇
帝

陛
下
紹
　
天
祖
之
正
統
　
神
明
其
徳
　
照
臨
八
方
　
守
聖
人
之
大
寶
　
寛
仁
之
政
　
子
育

群
生
　
稽
古
立
事
　
恭
己
　
無
為
　
播
文
化
之
號
於
宇
内
　
何
人
不
遵
　
聖
天
子
之
風
教

　
委
弉
学
之
任
于
関
東
　
臣
等
嘗
聞
大
将
軍
之
家
訓
伏
念
　
臣
材
質
愚
鈍
　
学
問
空
疎
　

徒
承
父
祖
餘
蔭
　
叨
膺
藩
屏
重
寄
　
爵
忝
　
三
位
　
尸
素
之
譏
難
免
　
官
　
帯
参
議
　
牆

面
之
陋
是
慚
　
惟
此
国
史
　
責
在
臣
家
　
欲
竭
忠
於
　
本
朝
　
盍
追
孝
于
前
人
　
臣
五
代



祖
光
国
　
少
而
好
学
　
勇
乎
為
義
　
雖
身
在
外
乃
心
王
室
　
毎
概
舊
史
之
闕
文
　
欲
　
修

歴
世
之
實
録
　
開
館
聘
士
　
輯
録
名
山
通
邑
逸
書
　
購
求
之
切
　
馳
使
幣
于
遠
邇
　
因
人

傳
奏
　
許
借
　
蘭
臺
石
室
秘
册
　
繙
閲
之
勤
　
忘
寝
食
於
昼
夜
　
貫
穿
馳
騁
　
集
衆
技
以

成
效
　
取
捨
裁
断
　
發
獨
特
之
　
特
見
　
紀
・
志
・
表
・
傳
　
創
立
一
家
之
言
　
筆
削
信

疑
　
庶
為
万
世
之
鑑
　
起
自
　
神
武
　
至
于
明
徳
　
敍
次
一
百
代
上
下
二
千
載
　
闡
幽
微

顕
　
原
始
要
終
　
陞
　
大
友
于
帝
紀
　
徴
老
翁
之
捧
日
　
列
　
神
功
于
　
皇
妃
　
掲
　
眞

主
於
遺
腹
　
西
東
之
争
　
南
北
之
亂
　
正
閏
　
皇
統
　
唯
視
神
器
之
在
否
　
逆
順
之
際
　

忠
奸
之
別
　
是
非
人
臣
　
悉
由
公
論
而
折
衷
　
知
我
罪
我
　
蓋
深
自
任
　
刊
之
正
之
　
有

待
将
来
　
爰
自
高
　
祖
綱
條
以
至
先
父
治
保
　
校
訂
補
修
　
四
世
之
間
　
無
怠
　
潤
色
討

論
百
年
之
後
稍
定
秩
　
顧
此
一
家
之
撰
　
豈
云
三
長
之
具
　
徒
閲
星
霜
　
莫
竟
功
緒
　
先

臣
之
所
尤
苦
心
　
愚
臣
何
敢
不
竭
力
　
曩
遭
幕
府
催
督
　
将
使
史
藁
上
木
　
竊
顧
斯
書
雖

屬
私
撰
　
苟
傅
于
世
　
有
係
國
體
　
昔
初
脱
藁
　
假
冒
題
號
　
今
且
鏤
版
曷
　
無
奏
請
　

乃
因
百
撥
之
吹
嘘
　
竊
取
九
重
之
進
止
　
恭
蒙
天
意
降
鑒
　
許
俾
書
名
公
行
於
是
累
葉
志

願
　
一
朝
獲
伸
　
踊
躍
奉
承
　
感
激
無
已
　
速
命
剞
厥
之
工
　
永
省
繕
寫
之
労
　
先
臣
所

修
　
大
日
本
史
　
本
紀
七
十
三
巻
　
列
傅
一
百
七
十
巻
　
校
訂
粗
完
　
彫
刻
未
半
　
其

志
・
表
・
若
干
　
有
録
無
書
者
　
方
且
補
修
　
尚
未
全
備
　
臣
愚
以
為
　
與
其
遷
延
歳
月

全
功
告
竣
　
不
如
厳
立
過
程
随
成
呈
上
　
故
今
紀
伝
二
十
六
巻
刊
刻
已
就
者
装
成
一
函
　

聊
先
上
送
　
餘
将
續
進
　
謹
随
表
　
以
聞
　
上
塵
　
天
覧
　
下
情
無
任
慚
懼
戦
汗
屏
營
之

至
　
臣
治
紀
誠
惶
誠
恐
　
頓
首
頓
首
　
謹
言

　
　
　
文
化
七
年
十
一
月
五
日
　
　
参
議
従
三
位
左
近
衛
権
中
将
臣
源
朝
臣
治
紀
上
表

　
所
々
に
大
日
本
史
の
編
輯
に
関
す
る
事
が
出
て
き
ま
す
。
大
日
本
史
の
編
輯
の
歴
史
を
研
究
し

た
幽
谷
だ
か
ら
か
け
た
文
章
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
上
表
文
を
書
い
た
当
時
、
幽
谷
は
彰
考
館
総

裁
で
あ
り
な
が
ら
、
濱
田
郡
の
郡
奉
行
と
な
り
農
村
改
革
に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。
総
裁
の
ま
ま

郡
奉
行
を
兼
ね
た
の
は
幽
谷
が
最
初
で
す
。
幽
谷
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
考
え
を
実
際
の
藩
政

に
生
か
す
、
片
や
自
分
の
書
い
た
文
章
が
朝
廷
に
献
上
さ
れ
る
と
言
う
、
得
意
の
絶
頂
だ
っ
た
頃

で
す
。
し
か
し
幽
谷
が
取
り
組
も
う
と
し
た
農
村
改
革
は
、
藩
の
上
層
部
の
反
対
で
う
ま
く
行
か

ず
こ
の
二
年
後
に
幽
谷
は
郡
奉
行
を
退
職
致
し
ま
す
。
ま
た
幽
谷
が
期
待
し
た
英
明
な
藩
主
治
紀

も
四
年
後
に
亡
く
な
り
ま
す
。
次
の
藩
主
哀
公
、
斉
脩
時
代
に
な
り
ま
す
と
保
守
派
が
幅
を
効
か

せ
幽
谷
の
意
見
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
幽
谷
は
次
第
に
弟
子
や
子

供
の
教
育
に
よ
っ
て
未
来
に
夢
を
託
そ
う
と
考
え
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
で
は
幽
谷
の
教
育
の
話
に
移
り
ま
す
。
幽
谷
は
享
和
二
年
二
十
九
歳
の
時
、
水
戸
の
梅
香
の
自

宅
に
青
藍
舎
と
い
う
塾
を
開
き
ま
す
。
こ
の
青
藍
舎
と
い
う
名
前
は
、
『
荀
子
・
勧
学
篇
』
の
冒

頭
の
言
葉
か
ら
取
っ
て
い
ま
す
。



　
「
君
子
曰
く
。
学
は
已
む
べ
か
ら
ず
。
青
は
こ
れ
を
藍
よ
り
取
れ
ど
も
藍
よ
り
も
青
く
、

冰
（
こ
お
り
）
は
水
こ
れ
を
為
せ
ど
も
水
よ
り
も
寒
（
つ
め
）
た
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
金
谷
治
普
訳
注
・
岩
波
文
庫
版
〉

　
こ
れ
か
ら
「
出
藍
の
誉
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
師
匠
を
超
え
る
有
能
な
弟
子

が
輩
出
す
る
こ
と
を
願
っ
て
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
で
に
こ
の
青
藍
舎
を
開
く
前
か
ら

會
澤
正
志
斎
な
ど
は
幽
谷
に
弟
子
入
り
し
て
い
ま
し
た
が
青
藍
舎
開
設
と
共
に
一
層
教
育
に
熱
が

込
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
こ
の
青
藍
舎
は
幽
谷
の
死
後
は
東
湖
が
引
き
継
ぎ
東
湖
に
よ
っ
て
教
育
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
東
湖
の
時
代
に
は
青
藍
舎
に
は
、
女
子
を
対
象
に
し
た
「
女
塾
」
も
あ
り
、
東
湖
の
妹

の
嘉
能
子
が
運
営
に
当
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
東
湖
の
死
後
は
東
湖
の
子
、
健
が
経
営
し
ま
し

た
。
藤
田
家
三
代
に
わ
た
っ
て
人
材
を
育
て
ま
し
た
。

　
青
藍
舎
に
お
け
る
幽
谷
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
度
々
引
用
し
ま
す
會
澤
正
志
斎
の
『
及
門

遺
範
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
資
料
十
三
も
そ
れ
か
ら
取
り
ま
し
た
。

　
資
料
十
三
・
『
及
門
遺
範
』
（
『
幽
谷
全
集
』
七
八
二
頁
）
〈
一
部
〉

　
一
世
俗
業'

儒
者
　
久
承
五
山
信
徒
之
陋
習
　
幼
童
先
誦
文
選
　
先
生
則
先
授
孝
経
　
次

之
以
四
書
・
五
経

　
四
書
・
五
経
之
目
　
出
於
後
人
所
論
　
先
生
授
幼
童
読
之
者
　
姑
従
時
俗
所
習
熟
　
不
欲
苟
為
崖
異
也

時
時
於
習
読
中
　
取
其
易
喩
者
一
二
件
　
輕
輕
開
設
　
比
句
読
稍
熟
　
略
暁
文
義
　
乃
使
之

読
史
記･

左
傳･

国
語･

漢
書
等
遇
其
有
可
興
起
心
志
者
　

講
解
　
使
人
不
知
倦
　
時
吟

誦
前
賢
詩
文
　
以
感
発
其
志
気
　
或
談
論
古
今
嘉
言
懿
行
・
禮
楽
制
度
・
政
教
刑
兵
措
置
之

得
失
・
君
臣
父
子
之
名
分
恩
義
・
四
海
萬
國
形
勢
之
變
革
・
華
夷
内
外
之
辧
　
一
一
指
示
　

因
其
憤
排
而
啓
発
之
　
其
講
経
　
務
明
大
義
　
合
徳
行
・
事
業
為
一
　
使
人
自
入
聖
賢
區
畫

籥
中
　
識
見
日
開
　
不
自
知
焉
　
先
生
誨
人
之
次
序
　
大
要
如
此
　
然
成
徳
達
材
　
皆
因

　
其
人
資
質
　
不
必
規
規
於
一
律
也

　
幽
谷
は
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
学
者
が
初
学
の
も
の
に
は
、
ま
ず
「
文
選
」
を
教
え
て
い
た
の
に

対
し
て
先
ず
「
孝
経
」
を
授
け
ま
す
。
文
選
と
い
う
の
は
支
那
の
南
北
朝
時
代
に
出
来
た
名
文
を

集
め
た
本
で
す
が
、
幽
谷
は
文
章
の
上
達
よ
り
も
、
先
ず
は
心
の
教
育
を
と
考
え
た
様
で
す
。
孝

経
は
孔
子
の
弟
子
の
曽
子
が
纏
め
た
親
へ
の
孝
の
重
要
さ
を
述
べ
た
も
の
て
す
。
孔
子
の
言
葉
も

入
っ
て
お
り
ま
す
。
幽
谷
は
孔
子
の
思
想
や
学
問
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
し
て
孝
経
を
非
常
に
愛

読
し
、
藩
主
武
公
へ
の
封
事
に
も
藩
内
の
武
家
の
子
弟
全
員
に
孝
経
を
一
冊
づ
つ
与
え
て
は
ど
う

か
、
と
提
案
し
て
い
る
く
い
で
す
。
道
徳
の
基
本
は
孝
に
あ
り
、
と
幽
谷
は
考
え
て
い
た
よ
う
で

す
。
同
じ
資
料
の
最
後
の
所
に
、
「
然
れ
ど
も
徳
を
成
し
材
を
達
す
る
皆
そ
の
人
の
資
質
に
よ
り

て
必
ず
し
も
一
律
に
規
規
せ
ざ
る
な
り
」
こ
こ
の
所
で
す
が
、
幽
谷
は
弟
子
の
器
量
や
特
性
に
応



じ
た
教
育
を
施
し
、
一
つ
の
基
準
に
縛
り
付
け
る
と
言
う
事
は
し
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
一
つ
の

個
性
教
育
と
も
申
せ
ま
す
。

　
次
の
表
は
幽
谷
の
学
統
で
す
。

　
挙
げ
ま
し
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
す
。
実
際
に
は
も
っ
と
沢
山
の
弟
子
が
い
ま
す
。
ま
た
必
ず

し
も
正
式
な
子
弟
関
係
で
は
無
か
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
お
お
ま
か
な
流
れ
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
此
の
内
の
會
澤
正
志
斎
と
藤
田
東
湖
の
学
統
に
繋
が
る
人
で
、
畳
の

上
で
平
和
に
亡
く
な
っ
た
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
幽
谷
学
の
実
的
な
側
面
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
こ
こ
に
挙
げ
ま
し
た
幽
谷
の
何
人
か
の
門
人
に
つ
い
て
幽
谷
の
学

問
の
影
響
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
最
初
に
會
澤
正
志
斎
で
す
。
こ
の
方
は
幽
谷
の
一
番
弟
子
と
も
言
え
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
ラ
ク
ス

マ
ン
の
来
航
の
時
、
幽
谷
が
正
志
齋
に
異
国
の
事
情
や
脅
威
を
説
き
正
志
齋
に
衝
撃
を
与
え
た
話

を
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
そ
の
後
の
話
が
あ
り
ま
し
て
、
家
に
帰
っ
た
少
年
正
志
齋
は
土
で
人

形
を
造
り
こ
れ
を
異
人
に
見
立
て
て
何
度
も
鞭
を
あ
て
た
と
言
い
ま
す
。
後
に
『
新
論
』
を
書
き

尊
王
攘
夷
論
を
唱
え
ま
す
。
全
国
の
志
士
に
影
響
を
与
え
た
正
志
齋
の
思
想
は
幽
谷
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
ま
し
た
。
文
政
七
年
水
戸

藩
の
大
津
浜
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
上

陸
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
大
津

浜
事
件
が
お
こ
り
ま
す
。
此
の
時

正
志
齋
は
筆
談
役
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
人
と
の
交
渉
に
当
た
っ
て
い
ま

す
。
此
の
時
の
経
験
を
も
と
に
翌

文
政
八
年
正
志
齋
は
『
新
論
』
を

著
し
ま
す
。
こ
の
新
論
に
就
い
て

幽
谷
は
ど
う
言
う
評
価
を
し
て
い

る
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
東
湖
の
文
章
に
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
資
料
の
十
四
で
す
。

　
資
料
十
四
・
「
与
飛
子
健
書
」
〈
一
部
〉
（
『
新
定
東
湖
全
集
』
二
二
六
頁
）

先
人
命
彪
曰
　
慎
奉
長
者
之
晦
　
先
人
嘗
祇
役
于
本
邸
　
彪
従
焉
　
適
伯
民
所
著
新
論
　
至

水
戸
　
先
人
使
彪
読
之
　
而
聴
焉
　
毎
竟
一
篇
　
未
嘗
不
喟
然
歎
賞
　
曰
　
吾
老
矣
　
恐
不

能
述
作
似
償
平
生
之
志
　
伯
民
而
如
此
　
吾
復
何
憾
　
先
人
捐
舎
　
実
在
是
歳
之
冬
　
至
今

宛
然
猶
在
心
目
　
蓋
雖
有
為
勵
彪
而
發
者
　
亦
可
見
其
所
以
許
伯
民
也

　
こ
の
文
章
に
よ
り
ま
す
と
、
当
時
幽
谷
と
東
湖
は
江
戸
の
水
戸
藩
邸
に
居
ま
し
た
。
そ
こ
に
水

　
　
　
　
　
　
　
會
澤
正
志
斎
　
　
真
木
和
泉
守[

久
留
米]

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
松
陰[

長
州]

藤
田
　
幽
谷
　
　
藤
田
　
東
湖
　
　
茅
根
　
寒
緑(

伊
予
之
介)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
　
　
任
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
　
伍
軒(
市
之
進)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
柚
門(

多
一
郎)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
藤
　
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
本
　
景
岳(

左
内)[

福
井]

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
郷
　
南
洲(

隆
盛)[

薩
摩]

　
　
　
　
　
　
　
豊
田
　
天
功
　
　
栗
田
　
栗
里(

寛)

　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
活
堂
　
　
徳
川
　
斉
昭(

烈
公)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

令
世)

＜幽谷の学統図＞



戸
か
ら
『
新
論
』
が
届
き
ま
す
。
幽
谷
は
『
新
論
』
を
東
湖
に
読
ま
せ
、
側
で
そ
れ
を
聞
い
て
絶

賛
し
、
「
自
分
は
年
を
取
っ
た
、
し
か
し
會
澤
が
こ
れ
だ
け
の
事
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
自
分
は

も
う
思
い
残
す
事
は
無
い
」
と
言
っ
た
と
言
う
事
で
す
。
其
の
年
の
年
末
に
幽
谷
は
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
幽
谷
は
自
分
の
後
継
者
の
一
人
を
育
て
上
げ
た
事
に
満
足
で
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
次
に
息
子
の
藤
田
東
湖
で
す
。
東
湖
は
幽
谷
の
思
想
の
実
行
者
と
も
言
え
ま
す
。
藩
主
烈
公
斉

昭
公
を
助
け
検
地
を
は
じ
め
幽
谷
の
藩
政
改
革
案
を
実
行
し
て
行
き
ま
し
た
。
東
湖
は
幽
谷
か
ら

押
し
付
け
た
教
え
に
つ
い
て
、
色
々
な
も
の
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
が
、
有
名
な
も
の
は
自
分
の

半
生
記
を
綴
っ
た
「
回
天
詩
史
」
で
す
。
資
料
十
五
と
十
六
は
「
回
天
詩
史
」
か
ら
取
り
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
現
代
語
訳
の
も
の
か
ら
取
り
ま
し
た
。
資
料
十
五
は
先
程
も
言
い
ま
し
た
寛
政
七

年
の
大
津
浜
事
件
の
時
暁
す
。
水
戸
藩
の
海
岸
に
上
陸
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
一
行
を
藩
か
ら
の
連

絡
を
受
け
て
や
っ
て
来
た
幕
府
役
人
達
は
事
な
か
れ
主
義
で
、
放
免
し
ょ
う
と
し
ま
し
た
。
此
の

話
を
聞
い
た
幽
谷
は
、
（
資
料
参
照
）
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
の
恥
で
あ
る
。
お
前
（
東
湖
）
は
大

津
浜
に
行
き
、
も
し
幕
府
役
人
が
異
人
を
放
免
す
る
よ
う
な
ら
、
異
人
を
切
り
殺
す
が
よ
い
。
そ

の
後
自
首
し
て
裁
き
を
待
つ
が
良
い
。
我
が
家
に
は
男
子
は
お
前
一
人
で
あ
る
。
も
し
お
前
に
万

一
の
事
が
有
れ
ば
我
が
藤
田
家
は
絶
え
る
。
し
か
し
気
に
す
る
事
は
な
い
。
と
い
っ
て
東
湖
を
送

り
出
そ
う
と
し
ま
し
た
時
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
放
免
さ
れ
た
と
の
連
絡
が
入
り
、
東
湖
の
大
津
行
き

は
中
止
に
な
り
ま
し
た
。
此
の
話
を
い
ま
の
価
値
基
準
で
捉
え
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
外

国
の
侵
略
の
意
図
は
当
時
実
際
に
有
り
ま
し
た
し
、
こ
の
事
件
の
時
、
水
戸
藩
で
交
渉
に
当
た
っ

て
い
た
會
澤
正
志
齎
か
ら
も
、
十
分
な
情
報
を
得
た
上
で
幽
谷
は
決
断
し
た
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
一
家
を
投
げ
打
っ
て
ま
で
も
正
義
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
幽
谷
の
気
概
を
学
び
取
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
此
の
事
件
の
二
年
後

　
「
回
天
詩
史
」
（
『
日
本
の
名
著
・
藤
田
東
湖
』
六
四
―
六
五
頁
）
〈
一
部
〉

　
　
　
　
三
決
死
矣
而
不
死
（
三
た
び
死
を
決
し
て
而
も
死
せ
ず
）

余
は
融
通
の
き
か
ぬ
愚
か
者
で
、
幕
府
に
罪
に
問
わ
れ
、
家
に
と
じ
こ
も
っ
て
謹
慎
を
守
っ

て
い
た
が
、
そ
の
お
り
静
か
に
過
去
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
こ
る
に
、
死
を
決
意
し
て
、
し
か

も
死
な
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
す
べ
て
で
三
度
あ
っ
た
。
第
一
は
文
政
七
年
（
一
八

二
四
）
、
余
が
十
九
歳
の
と
き
、
そ
の
こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
の
異
国
船
が
し
き
り
に
大
平
洋
に
出

没
し
て
い
た
の
が
、
つ
い
に
ボ
ー
ト
を
お
ろ
し
て
茨
城
北
方
の
大
津
村
に
上
陸
し
て
来
た
の

を
、
村
の
人
々
が
捕
え
て
報
告
し
て
来
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　
大
津
村
と
い
う
の
は
家
老
中
山
氏
の
知
行
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
藩
騎
士
中
の
中
山
氏
配
下

の
者
（
い
わ
ゆ
る
組
付
の
者
。
現
在
の
殿
が
襲
封
さ
れ
て
か
ら
は
廃
止
さ
れ
て
置
か
れ
て
い
な

い
）
を
派
遣
し
て
緊
急
事
態
に
そ
な
え
、
さ
ら
に
先
方
隊
を
派
遣
し
、
こ
れ
に
監
察
（
い
わ
ゆ
る



目
付
。
以
下
同
じ
）
・
行
人
（
い
わ
ゆ
る
使
番
）
な
ど
の
役
職
者
を
随
行
さ
せ
て
殊
に
当
た
ら
し

め
た
。
こ
の
事
件
は
幕
府
の
耳
に
も
入
り
、
幕
府
は
代
官
古
山
某
（
善
吉
と
い
う
）
通
訳
吉
雄
某

（
中
次
郎
と
い
う
）
ら
を
し
て
事
情
聴
取
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
世
間
で
は
、
幕

府
は
必
ず
旧
法
を
厳
守
し
、
外
国
船
を
焼
き
捨
て
、
異
人
を
殺
し
て
威
力
を
海
外
に
誇
示
す
る
で

あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
古
山
ら
が
来
て
か
ら
は
、
そ
の
異
人
に
対
す
る
訊
問
は
は
な

は
だ
寛
大
で
、
難
破
し
て
上
陸
し
た
場
合
に
準
じ
て
取
り
扱
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
亡
父
（
幽

谷
）
は
こ
れ
を
聞
か
れ
て
ひ
そ
か
に
自
分
に
い
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
父
幽
谷
の
励
ま
し

　
「
最
近
、
毎
年
の
よ
う
に
外
夷
が
近
海
を
う
か
が
い
、
と
き
に
は
大
砲
を
と
ど
ろ
か
せ
て
わ
が

人
民
を
ふ
る
え
あ
が
ら
せ
て
お
り
、
そ
の
傲
慢
無
礼
は
た
と
え
よ
う
も
な
い
。
し
か
る
に
世
間
の

者
は
み
な
引
っ
こ
み
思
案
で
、
事
な
か
れ
主
義
を
好
ん
で
お
る
か
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
放
還
方

針
を
と
り
、
一
時
の
が
れ
の
平
穏
を
保
と
う
と
す
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
、
わ
し
は
そ
れ
を
恐
れ

る
。
そ
ん
な
結
果
に
な
ろ
う
も
の
な
ら
、
こ
の
堂
々
た
る
神
州
に
具
眼
の
士
は
一
人
も
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
わ
し
は
そ
れ
が
は
ず
か
し
く
て
な
ら
ん
。
お
ま
え
は
急
い
で
大
津
村
に
行
け
。
こ
っ

そ
り
情
勢
を
見
て
、
も
し
放
還
方
針
に
決
ま
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
ら
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
異

人
の
小
屋
に
と
び
こ
み
、
腕
を
ふ
る
っ
て
奴
ら
を
み
な
殺
し
に
せ
い
。
そ
う
し
て
の
ち
、
悪
び
れ

ず
に
役
人
に
自
首
し
、
裁
き
を
受
け
る
が
よ
い
。
こ
れ
は
一
時
的
な
方
便
と
い
う
も
の
だ
が
、
す

こ
し
は
日
本
国
の
元
気
を
発
揚
す
る
く
ら
い
の
こ
と
は
あ
ろ
う
。
わ
し
に
は
不
幸
に
も
娘
が
多

く
、
男
子
は
お
前
し
か
い
な
い
。
そ
の
お
ま
え
が
死
ね
ば
、
わ
し
の
家
系
は
絶
え
る
。
そ
の
と
き

は
、
わ
し
に
も
お
ま
え
に
も
天
命
が
つ
き
る
わ
け
だ
が
、
お
ま
え
は
そ
れ
を
気
に
し
て
は
な
ら
ん

ぞ
」
自
分
は
血
の
躍
る
の
を
抑
え
な
が
ら
、
ひ
と
こ
と
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
」
と
申
し
あ
げ

た
。
そ
の
決
意
が
顔
色
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
か
、
父
君
は
涙
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
「
そ
れ
で
こ
そ
わ

し
の
児
じ
ゃ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
急
い
で
旅
装
を
と
と
の
え
て
い
る
と
、
ち
ょ
う
ど
母
方

の
伯
父
丹
子
正
（
名
は
就
道
。
市
郎
兵
衛
と
称
し
た
。
気
概
に
富
み
、
人
な
み
は
ず
れ
た
節
義
の

持
主
で
、
と
く
に
和
歌
に
長
じ
て
い
た
）
が
来
ら
れ
た
の
で
、
父
君
は
盃
の
用
意
を
命
じ
ら
れ
た

が
、
そ
れ
は
自
分
へ
の
別
れ
の
盃
と
い
う
意
味
を
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
だ
酒
宴
も
た
け
な
わ
に
な
ら
ぬ
こ
ろ
、
と
つ
ぜ
ん
大
津
村
か
ら
急
使
が
飛
来
し
て
い
う
に

は
、
古
山
某
ら
が
毛
唐
ど
も
を
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
奴
ら
が
上
陸
し
た
の
は
た
だ
燃
料
と
水
が
ほ

し
か
っ
た
だ
け
で
、
別
に
他
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
判
定
し
、
燃
料
と
水
と
米
と
果
物
を

与
え
て
本
船
に
帰
る
の
を
許
し
た
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
風
波
が
相
当
に
あ
ら
く
、
本
船
が
ど
の
方

角
に
い
る
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
、
奴
ら
は
気
に
も
か
け
ず
、
嬉
し
そ
う
に
二
艘
の
ボ

ー
ト
に
の
っ
て
立
ち
去
り
、
ど
こ
へ
行
っ
た
か
、
も
う
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
聞
い
て

一
座
の
者
は
た
だ
茫
然
と
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
余
が
死
を
決
意
し
て
死
な
な
か
っ
た



一
度
目
で
あ
る
。

　
此
の
事
件
の
二
年
後
、
幽
谷
は
江
戸
に
の
ぼ
り
ま
す
。
先
程
説
明
し
た
幽
谷
の
江
戸
行
き
を
求

め
る
封
事
に
よ
り
江
戸
行
き
を
許
可
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
結
局
哀
公
よ
り
藩
政
に
付
い
て
の
意
見

を
求
め
ら
れ
ず
、
幽
谷
は
虚
し
く
水
戸
に
帰
り
ま
す
。
そ
の
時
江
戸
で
修
行
中
の
東
湖
に
語
っ
た

言
葉
が
、
資
料
十
六
の
文
章
で
す
。

　
資
料
十
六
・
「
回
天
詩
史
」
（
『
日
本
の
名
著
・
藤
田
東
湖
』
八
一
頁
）
〈
一
部
〉

　
父
上
の
お
役
目
が
終
わ
っ
て
水
戸
に
帰
ら
れ
る
と
き
、
余
を
江
戸
に
の
こ
し
、
吉
田
愚
谷
翁

（
名
は
尚
典
、
本
介
と
称
し
た
。
平
坦
の
父
君
で
あ
る
）
の
官
舎
に
寄
宿
す
る
こ
と
に
さ
れ
た

が
、
そ
の
と
き
余
に
戒
め
て
い
わ
れ
る
に
は
、
「
文
武
両
道
は
相
待
っ
て
こ
そ
役
に
断
つ
も
の

じ
ゃ
。
一
方
に
偏
っ
て
一
方
を
放
り
出
す
よ
う
で
は
な
ら
ん
ぞ
。
俗
流
学
者
の
迂
遠
さ
に
染
ま
っ

て
も
な
ら
ず
、
粗
暴
な
剣
術
使
い
の
仲
間
に
な
っ
て
も
な
ら
ん
ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
言
葉
に
感
動
し
た
余
は
、
自
分
の
居
室
を
「
不
息
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
易
の

乾
の
彖
辞
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
納
言
公
（
斉
昭
公
）
は
当
時
哀
公
の
御
弟
君
と
し
て

藩
邸
に
お
い
で
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
か
れ
て
み
ず
か
ら
「
不
息
」
の
二
大
文
字
を
お
書

き
に
な
り
、
そ
れ
を
翁
の
子
の
平
坦
の
手
を
通
し
て
余
に
下
賜
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ

て
余
は
ま
す
ま
す
信
念
を
固
く
し
、
家
で
は
読
書
講
学
に
つ
と
め
、
外
で
は
　
槍
と
剣
の
修
行
に

励
み
、
一
日
と
し
て
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
十
月
下
旬
に
な
っ
て
伯
父
が
病
に
か
か
り
危
篤
と

い
う
知
ら
せ
が
あ
り
、
お
ど
ろ
い
て
急
遽
帰
国
し
た
。
伯
父
は
自
分
の
顔
を
見
て
大
分
病
苦
を
ま

ぎ
ら
さ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
父
上
も
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
、
御
一
緒
に
看
病
を
し
て
差
し
上
げ
た

が
、
二
、
三
日
し
て
伯
父
は
亡
く
な
ら
れ
た
。

　
　
　
　
父
幽
谷
の
死

　
余
は
二
十
日
ば
か
り
郷
里
に
い
た
が
、
父
上
は
「
文
武
の
修
行
に
は
時
期
と
い
う
も
の
が
あ

る
」
と
い
わ
れ
、
ふ
た
た
び
江
戸
に
出
て
吉
田
翁
の
宿
舎
に
帰
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
江
戸
に

帰
っ
て
四
、
五
日
す
る
と
、
急
使
が
来
て
父
上
も
ま
た
重
病
に
か
か
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
き

た
。
ち
ょ
う
ど
道
場
に
い
た
と
き
で
あ
る
が
、
余
は
驚
き
と
不
吉
な
予
感
に
お
そ
わ
れ
な
が
ら
、

昼
夜
兼
行
で
水
戸
に
帰
っ
た
が
、
そ
の
と
き
は
す
で
に
父
上
は
こ
の
世
の
人
で
は
い
ま
さ
な
か
っ

た
。
思
え
ば
わ
ず
か
数
日
前
の
お
さ
と
し
が
な
お
あ
り
あ
り
と
耳
に
の
こ
っ
て
い
る
の
に
、
今
は

そ
れ
が
悲
し
い
御
遺
訓
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
悲
し
ん
で
泣
叫
び
、
「
昊
天
極
み
な
し
」
の
思
い

を
い
だ
い
た
が
、
も
は
や
そ
れ
も
か
い
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
す
で
に
五
十
日
を
す
ぎ
た
の
で

父
の
官
職
を
引
つ
ぎ
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
心
中
ひ
そ
か
に
喪
を
守
り
、
三
年
間
は
そ
れ

を
つ
づ
け
た
。

　
文
武
両
道
は
相
俟
っ
て
こ
そ
役
に
立
つ
も
の
だ
。
一
方
に
片
寄
っ
て
一
方
を
ほ
う
り
出
す
よ
う

で
は
な
ら
な
い
。
俗
流
学
者
の
迂
遠
さ
に
染
ま
っ
て
も
な
ら
ず
、
粗
暴
な
剣
術
使
い
の
仲
間
に



な
っ
て
も
な
ら
ぬ
。
文
武
の
修
行
は
ど
ち
ら
も
大
切
で
片
寄
っ
て
は
成
ら
ぬ
。
と
言
う
事
で
す
。

こ
れ
は
至
言
だ
と
思
い
ま
す
。
講
道
館
記
の
文
武
不
岐
の
精
神
と
も
共
通
し
ま
す
。
此
の
言
葉
を

肝
に
銘
じ
て
東
湖
は
江
戸
で
勉
学
に
勤
し
み
ま
す
が
、
そ
の
年
の
秋
水
戸
の
伯
父
が
危
篤
に
な

り
、
東
湖
は
急
ぎ
水
戸
に
戻
り
ま
す
。
結
局
伯
父
は
亡
く
な
り
、
そ
の
後
二
十
日
程
水
戸
に
お
り

ま
す
が
、
幽
谷
に
文
武
の
修
行
と
言
う
も
の
は
、
時
期
と
言
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
時
期
を
失
し

て
は
な
ら
な
い
。
と
言
わ
れ
、
急
ぎ
江
戸
に
戻
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
年
末
に
な
っ
て
幽
谷
危
篤
の

知
ら
せ
が
入
り
ま
す
。
東
湖
が
急
ぎ
水
戸
に
戻
っ
た
時
、
幽
谷
は
此
の
世
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
幽
谷
の
言
葉
は
遺
言
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
文
武
の
修
行
に
は
時
期
が
あ
る
。
こ
う
言
っ
た
時
、
幽
谷
に
は
予
感
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
父
の
死
と
共
に
家
督
を
継
い
だ
東
湖
は
、
同
時
に
修
行
時
代
を
終
え
て
、
水
戸

藩
政
に
係
わ
っ
て
行
く
事
に
な
り
ま
す
。

　
三
番
目
に
あ
げ
る
弟
子
、
豊
田
天
功
は
東
湖
の
親
友
で
あ
り
ま
し
て
、
彰
考
館
総
裁
と
し
て
有

名
な
人
で
す
。
幽
谷
が
強
く
主
張
し
た
大
日
本
史
の
志
表
の
編
纂
は
、
そ
の
死
後
豊
田
天
功
に
受

け
継
が
れ
、
天
功
の
死
後
は
そ
の
弟
子
の
栗
田
栗
里
（
寛
）
に
受
け
継
が
れ
つ
い
に
明
治
三
十
九

年
に
『
大
日
本
史
』
は
完
成
し
ま
す
。
大
日
本
史
の
完
成
に
貢
献
し
た
の
も
幽
谷
の
学
統
で
あ
っ

た
事
も
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
吉
田
活
堂
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
幽
谷
の
娘
、
東

湖
の
姉
を
妻
と
し
た
人
で
、
水
戸
学
の
和
学
・
国
学
の
面
を
発
展
さ
せ
た
人
で
す
。
こ
の
人
が
侍

読
、
烈
公
の
家
庭
教
師
に
つ
い
た
と
言
う
事
で
烈
公
を
幽
谷
の
孫
弟
子
と
書
い
て
い
ま
す
。
先
程

東
湖
を
幽
谷
の
実
行
者
と
述
べ
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
烈
公
が
居
な
か
っ
た
ら
東
湖
も

あ
の
よ
う
に
腕
を
振
る
う
事
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
幽
谷
の
思
想
の
実
行
指
導
者
と
な

り
、
幽
谷
の
思
想
を
実
現
さ
せ
た
の
は
烈
公
の
力
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
烈
公
が
最
初
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
幽
谷
の
学
問
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
は
決
し
て
偶

然
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
資
料
の
十
七
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　
資
料
十
七
・
「
浴
徳
泉
記
」
（
『
幽
谷
全
集
』
二
八
五
－
二
八
七
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浴
徳
泉
記
　
政
九
年
丙
戌
五
月

浴
徳
泉
者
　
其
源
出
于
水
戸
城
之
南
　
吉
田
郷
　
笠
原
不
動
坂
下
　
有
銅
龍
　
受
其
瀑
水

　
水
自
龍
口
吐
　
阪
之
左
右
　
有
泉
四
穴
　
匯
而
會
於
一
　
為
匿
溝
而
導
之
　
水
由
地
中

行
　
逶

東
北
　
暗
流
偏
于
城
東
　
十
街
之
市
所
在
為
井
　
可
用
汲
　
萬
口
之
民
　
朝
夕
資

以
飲
食
焉
　
昔
我
先
君
　
威
公
　
始
封
水
戸
　
水
戸
之
為
城
也
　
南
抱
仙
湖
　
北
踞
珂
江

　
左
濱
田
　
右
常
磐
　
其
地
勢
　
西
高
而
東
下
　
寛
永
中
　
大
脩
郛
郭
　
増
廣
規
制
　
迺

填
濱
田
之
田
　
以
開
廛
里
　
徒
商
賈
之
民
在
城
西
者
　
以
實
焉
　
謂
之
田
町
　
民
無
遠
近

　
願
蔵
其
市
者
日
衆
　
紅
塵
四
合
　
烟
火
比
屋
　
而
獨
患
土
薄
水
濁
　
其
味
苦
悪
　
不
可



以
飲
或
嘗
謀
引
吉
田
之
治
水
　
以
甘
民
食
　
而
所
及
不
廣
　
及
　
義
公
襲
封
　
考
遺
訓
　

咨
故
実
　
大
行
仁
政
　
寛
文
三
年
　
始
就
國
　
命
為
新
井
　
時
有
下
総
人
平
賀
保
秀
者
　

善
天
文
・
地
理
之
学
　
威
公
聘
之
　
未
及
命
職
而
　
公
薨
　
於
是
　
使
保
秀
専
掌
其
工
役

　
乃
相
笠
原
之
地
　
有
冽
寒
泉
　
其
甘
如
醴
　
疏
鑿
以
利
其
水
道
　
其
導
之
也
　
善
因
地

勢
　
審
曲
直
　
量
高
低
　
大
要
傍
林
薄
蓊
鬱
　
而
為
陰
溝
其
下
　
故
水
気
常
潤
　
旱
歳
不

涸
　
或
以
石
為
甃
　
或
以
木
為

　
謹
其
蓋
蔵
　
通
其
壅
塞
　
故
不
使
濁
流
汚
穢
入
焉
　
至

於
紺
屋
・
七
軒
両
街
之
間
　
跨
仙
湖
下
流
之
處
　
則
特
設
銅
匱
以
架
之
　
如
棟
之
隆
　
其

長
六
丈
有
六
尺
　
蓋
泉
水
發
源
笠
原
　
東
過
富
澤
　
折
而
北
　
亦
轉
而
東
　
至
藤
柄
　
東

北
至
紺
屋
街
　
踰
七
軒
街
　
又
東
北
流
　
自
第
一
街
　
歴
第
十
街
　
至
新
町
而
止
　
其
水

道
凡
三
千
七
百
九
十
有
五
歩
　
而
厮
流
旁
出
　
則
不
與
焉
　
用
夫
二
萬
六
千
人
　
費
金
僅

五
百
五
十
余
両
　
而
工
役
告
成
　
蓋
所
謂
因
民
之
所
利
而
利
之
　
恵
而
不
費
者
也
歟
　
其

後
　
公
屡
至
笠
原
　
観
其
泉
　
泉
之
左
為
漱
石
所
　
時
或
小
隊
出
遊
　
觴
咏
其
側
　
人
或

有
請
伐
笠
原
之
木
以
為
墾
田
者
　
公
慮
其
害
水
源
　
不
許
　
百
年
之
後
　
其
言
莫
不
皆
験

　
嗚
呼
　
仁
君
之
澤
遠
矣
　
東
市
父
老
　
謹
守
其
故
迹
　
至
今
猶
能
道
其
詳
　
而
加
藤
堅

安
者
　
最
好
事
　
愛
文
雅
　
欲
記
其
来
由
勒
石
　
以
傅
久
遠
　
享
和
中
　
嘗
與
衆
謀
　
因

司
市
之
吏
以
請
　
既
蒙
偸
允
而
記
事
之
文
　
不
獲
所
託
　
是
以
不
果
　
一
日
請
之
藤
田
一

正
曰
　
小
人
磨
壟
貞
石
以
待
者
　
二
十
餘
年
願
先
生
有
記
　
一
正
曰
諾
哉
　
然
斯
泉
無
名

　
不
可
以
不
命
　
汝
姑
待
之
　
既
而
我
　
納
言
公
聞
之
　
為
賦
七
言
近
體
詩
　
公
未
嘗
就

國
　
親
至
其
地
　
而
詩
中
能
盡
其
曲
折
　
有
如
今
猶
浴
　
先
君
徳
之
句
　
因
取
其
語
　
賜

名
浴
徳
泉
　
公
之
貴
介
弟
景
山
公
子
　
為
書
浴
徳
泉
三
大
字
　
以
授
一
正
　
俾
獲
刻
之
題

額
一
正
嘗
聞
之
故
老
　
笠
原
之
泉
　
舟
翁
之
所
導
　
而
　
義
公
實
使
之
　
舟
翁
即
保
秀
之

號
也
　
保
秀
以
羇
旅
之
臣
　
試
用
有
功
　
父
子
相
継
　
擢
牧
民
之
職
　
能
盡
地
力
　
食
禄

五
百
石
　
邦
人
稱
為
古
今
良
宰
第
一
　
則
斯
泉
也
　
呼
為
舟
翁
泉
　
亦
不
為
不
可
　
雖
然

　
非
義
公
之
能
用
其
材
　
則
使
舟
翁
有
神
禹
之
智
　
安
能
底
其
績
哉
　
今
公
之
賜
名
　
特

帰
美
于
　
先
君
之
徳
　
誠
為
得
體
　
而
其
文
采
風
流
　
使
斯
泉
生
光
輝
　
蓋
亦
　
義
公
之

餘
烈
矣
　
今
公
之
明
　
上
下
受
福
　
固
莫
有
井
渫
不
食
之
患
　
但
恨
　
襲
封
之
後
　
未
有

就
國
之
命
　
古
人
所
謂
百
聞
不
如
一
見
者
　
或
不
能
無
焉
　
他
日
就
國
　
大
脩
　
威
・
義

之
政
　
膏
澤
之
降
　
浹
洽
於
人
心
　
則
其
勒
石
垂
不
朽
者
　
寧
獨
浴
徳
之
泉
云
乎
哉
　
一

正
雖
老
矣
職
在
文
史
　
執
筆
以
竢

　
こ
れ
は
幽
谷
が
亡
く
な
る
年
の
文
政
九
年
に
求
め
ら
れ
て
作
っ
た
「
浴
徳
泉
記
」
で
す
。
水
戸

の
笠
原
水
道
を
作
っ
た
義
公
の
功
績
を
讃
え
た
文
章
で
す
。
簡
単
に
こ
の
文
章
の
内
容
を
述
べ
ま

す
。
前
半
は
笠
原
水
道
の
位
置
の
説
明
で
す
。
初
代
水
戸
藩
主
の
威
公
は
、
所
謂
「
田
町
越
た
ま
ち

ご
え

」
を
行
い
、
上
市
の
町
家
を
下
市
に
移
し
て
下
市
を
作
り
ま
し
た
が
、
は
じ
め
下
市
で
は
良



い
飲
み
水
に
恵
ま
れ
ず
人
々
は
大
変
困
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
二
代
藩
主
の
義
公
が
、
家
臣
の

平
賀
保
秀
に
命
じ
て
対
策
を
立
て
さ
せ
ま
す
。
平
賀
は
調
査
の
結
果
笠
原
の
泉
を
水
源
と
し
て
下

市
へ
の
水
道
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
笠
原
水
道
で
す
。
以
上
が
前
半
分
で
、
後
半
は
こ
の

碑
文
を
作
っ
た
理
由
で
す
。

　
下
市
の
加
藤
堅
安
と
い
う
人
が
、
こ
の
水
道
の
事
を
碑
に
刻
ん
で
、
水
源
地
の
泉
の
そ
ば
に
立

て
た
い
と
幽
谷
に
求
め
て
来
ま
し
た
。
幽
谷
は
承
知
し
ま
し
た
が
、
此
の
泉
に
先
ず
名
前
を
付
け

て
も
ら
う
事
を
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
幽
谷
は
時
の
藩
主
哀
公
に
お
願
い
し
、
漢
詩
を
作
っ
て
も

ら
い
、
そ
の
詩
か
ら
文
字
を
取
っ
て
水
源
地
を
「
浴
徳
泉
」
と
名
付
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し

て
ま
だ
部
屋
住
み
だ
っ
た
哀
公
の
弟
の
烈
公
（
こ
の
文
章
の
中
で
は
景
山
公
子
と
な
っ
て
い
る
）

が
浴
徳
泉
の
文
字
を
書
き
上
げ
ま
し
た
。
烈
公
は
藩
主
に
な
る
前
か
ら
達
筆
で
有
名
で
し
た
。
そ

し
て
こ
の
一
部
始
終
を
幽
谷
が
か
き
あ
げ
ま
し
た
。
此
の
文
章
は
烈
公
の
書
と
共
に
碑
文
に
刻
ま

れ
笠
原
の
地
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
此
の
碑
は
烈
公
と
幽
谷
さ
ら
に
哀
公
三
人
の
合
作
で

あ
り
ま
す
。
此
の
碑
は
今
も
笠
原
町
に
残
っ
て
い
ま
す
。
最
近
周
辺
一
体
が
整
備
さ
れ
ま
し
て
緑

地
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
と
ま
り
の
な
い
話
に
な
り
漏
れ
た
点
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
最
後
の
頁
に
参
考
文
献

を
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
関
心
の
有
る
方
は
参
考
に
し
て
下
さ
い
。
私
の
今
回
の
話
が
偉
大

な
る
学
者
藤
田
幽
谷
先
生
の
学
問
に
つ
い
て
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
た
と
す
れ
ば
幸

い
で
す
。
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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頁
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本
思
想
大
系
・
水
戸
学
』
岩
波
書
店
・
昭
和
二
十
八
年
・
二
九
ー
三
○
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
一
年
十
月
三
日
講
座
）
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
歴
史
館
史
料
部
主
任
研
究
員
）


